
巻 末 資 料 １

（ ）協 定 関 係 等
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湘南地区災害時職員相互派遣に関する協定書

、 、 、 、 、 、 、 （ 。）平塚市 藤沢市 茅ヶ崎市 秦野市 伊勢原市 寒川町 大磯町 二宮町 以下｢湘南市町｣という

は、大規模な地震災害が発生した場合に、避難対策等の初期における災害応急対策を円滑に遂行する

ため、職員の相互派遣に関して次のとおり協定を締結する。

（派遣の内容)

第１条 湘南市町は、湘南市町において大規模な地震災害が発生した場合には、災害の状況により市

外・町外居住職員を当該職員の居住する湘南市町に設置される避難所等に派遣するものとする。

（派遣対象職員)

第２条 派遣対象職員は、湘南市町に勤務する者のうち、勤務先以外の湘南市町に居住する職員であ

って、あらかじめ指定された者とする。

（派遣期間)

、 。 、 、第３条 派遣する期間は 災害発生の日から原則として２日以内とする なお ３日以降については

相互の市町の協議とする。

（判断基準)

第４条 第１条による職員の相互派遣は、大規模な地震災害が発生し、交通機関等の途絶等により勤

（ 。 、 。）務地 勤務先市町の職員初動体制に基づき参集を義務づけられている避難所等を含む 以下 同じ

への参集が著しく困難な場合に行うものとする。

（指揮権)

、 。第５条 派遣された職員は それぞれ派遣先の市町の災害対策本部長等の指揮の下に行動するものとする

（応援の事後処理)

第６条 派遣を受けた市町は、次に掲げる事項を明らかにした文書を関係市町村に提出するものとする。

(1) 派遣を受けた職員名、期間及び従事した業務

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項

（資料の交換)

第７条 湘南市町は、この協定に基づく職員の派遣が円滑に行われるよう、必要に応じて情報や資料

を相互に交換するものとする。

（その他)

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義が生じたときは、湘南市町が協

議して決定するものとする。

（適用)

第９条 この協定は、平成８年８月21日から適用する。

この協定の成立を証するため、本協定書を８通作成し、各市町は記名押印のうえ、各１通を保有す

る。

平成８年８月21日

平 塚 市 長

藤 沢 市 長

茅ヶ崎市長

秦 野 市 長

伊勢原市長

寒 川 町 長

大 磯 町 長

二 宮 町 長
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湘南地区災害時職員相互派遣に関する協定の申合せ事項

この申合せ事項は、｢湘南地区災害時職員相互派遣に関する協定書｣（以下「協定書」という ）第８。

条の規定に基づき、職員の相互派遣に関する必要事項等を定める。

（派遣対象職員)

第１条 協定書第２条による派遣対象職員は、湘南市町の市役所・町役場に勤務する職員とする。

ただし、次の職員は除く。

(1) 平常時において、現在の勤務地まで自転車通勤した場合の所要時間が１時間未満の職員

(2) 係長クラス以上の職員

(3) 消防、医療を担当する所属の職員

(4) 災害対策本部事務局要員

（派遣対象職員の登録)

第２条 協定書第２条による派遣対象職員の指定は、派遣対象職員名簿への登載をもって行うものと

し、派遣される避難所等の指定をあわせて行うものとする。

（業務内容)

第３条 協定書第２条による派遣対象職員は、あらかじめ指定された避難所等で避難所運営等の業務

に従事する。

（派遣職員の服務)

第４条 協定書に基づく職員の派遣の取扱いは、派遣を行う市町の定めるところによる。

（災害補償)

第５条 派遣対象職員が、避難所運営等の業務により死亡・負傷若しくは疾病にかかった場合及びそ

の負傷・疾病により障害を有するに至った場合の本人又はその遺族に対する災害補償の取扱い事務

は、派遣する市町が行う。

（資料の交換)

第６条 協定書第７条による情報や資料の交換は、年１回以上行う。なお、人事異動又は居住地の変

更により派遣対象職員の指定に加除が生じたときは、速やかに指定先市町へ報告する。

（連絡責任者)

第７条 前条及び協定書第６条から第７条に規定する事項の連絡については、各市町の連絡責任者を

通じて行う。

２ 前項の連絡責任者は各市町の防災担当の課長等をもって充てる。

３ 協定書及びこの申合せ事項を運用するために必要のある場合は、連絡責任者会議を開催すること

ができる。

（防災訓練への参加)

第８条 湘南市町は、防災訓練等の実施に際して、派遣対象職員の参加を依頼できるものとし、依頼

を受けた市町は、できる限り派遣対象職員の参加に配慮する。

（その他)

第９条 この申合せ事項に定めのない事項又はこの申合せ事項に定める事項に疑義が生じたときは、

湘南市町が協議して決定する。

（適用)

第10条 この申合せ事項は、平成８年８月21日から適用する。
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災害時相互応援協定書

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町は、それぞれの地域において災害が発生した場合、被災市町の要請にこ

たえ、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。

（応援の種類)

第１条 応急対策及び復旧対策の応援（以下「応援」という ）の種類は、次の各号に掲げるとおりと。

する。

(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供

(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣

(5) 児童生徒の受入れ

(6) 被災者に対する住宅の斡旋

(7) 前各号の規定に掲げるもののほか、特に要請があった事項

（応援要請の手続)

第２条 応援を要請する市町は、次の各号に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとす

る。ただし、緊急の場合には電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。

(1) 被害の状況

(2) 前条第１号から第３号の規定に掲げる応援を要請する場合においては、物資等の品名数量等

(3) 前条第４号の規定に掲げる応援を要請する場合においては、職員の職種及び人員

(4) 応援場所及び応援場所への経路

(5) 応援の期間

(6) 前各号の規定に掲げるもののほか、必要な事項

（応援の実施)

第３条 応援を要請された市町は、極力これに応ずるものとする。

（応援経費の負担)

第４条 応援に要した経費は、原則として応援を要請する市町の負担とする。

２ 応援を要請する市町が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、応援を要請する場合

は、応援を要請された市町は、一時立替支弁するものとする。

（資料の交換)

第５条 各市町は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、地域防災計画その他必要な資料を

相互に交換するものとする。

（雑則)

第６条 この規程の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、２市１町が協議して

定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書を３通作成し、押印のうえ、各自その１通を保有するものとする。

平成８年11月15日

藤沢市朝日町１番地１

藤沢市

藤沢市長

茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

寒川町宮山１６５番地

寒川町

寒川町長
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災害時相互応援に関する協定書

ひたちなか市、市川市、茅ヶ崎市及び富士市（以下「協定市」という ）は、いずれかの市域におい。

て災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第２条第１号で規定する災害が発生した場合に、被害を受

けた市（以下「被災市」という ）の要請にこたえ、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、次。

のとおり協定を締結する。

（応援の種類)

第１条 応援の種類は、次のとおりとする。

(1) 食料、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供

(3) 被災者の救出、医療及び防疫並びに施設の応急復旧に必要な物資及び資機材の提供

(4) 救援及び災害復旧に必要な職員の派遣

(5) 被災者を一時的に収容するための施設の提供

(6) ボランティアのあっせん

(7) 児童・生徒の受入れ

(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあった事項

（応援の要請手続き)

第２条 被災市は、次の事項を明らかにし、文書により応援を要請するものとする。ただし、緊急の

場合は、口頭、電話又は電信により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。

(1) 被害の状況

(2) 前条第１号から３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資、車両及び資機材の種

類、品名、数量等

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請するにあっては、職員の職種、人数及び業務内容

(4) 前条第５号に掲げる応援を要請する場合にあっては、世帯数及び人数

(5) 応援場所及び応援場所への経路

(6) 応援の期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

（応援の実施)

第３条 前条の規定により応援を要請された市は、極力これに応ずるものとする。

（応援のため派遣された職員の指揮)

第４条 応援のため派遣された職員は、被災市の市長の下に活動するものとする。

（経費の負担)

第５条 応援に要する経費は、原則として被災市の負担とする。

２ 被災市が前項に規定する経費を支弁する暇がなく、立替支弁を要請した場合は、応援を要請され

た市は、一時立替支弁するものとする。

（連絡担当部局)

第６条 協定市は、相互支援のための窓口として連絡担当部局を定め、連絡責任者を置くものと

する。

２ 連絡担当部局は、この協定に基づく応援の円滑化を図るため、災害が発生したときは、速やかに

緊密な情報交換を行うものとする。
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（体制の整備)

第７条 協定市は、この協定に基づいて応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとす

る。

（資料等の交換)

第８条 協定市は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう地域防災計画その他必要な資料を相

互に交換するとともに、災害対策に係る情報を随時交換し、災害対策について研究するものと

する。

（細目協定)

第９条 この協定の細目については、別に定める。

（有効期間)

第10条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1998年（平成10年）３月31日までとする。た

だし、この期間満了の日の１月前までに協定市のいずれの市からも申出がないときは、この期間は

更に３年間延長するものとし、その後において期間満了したときも、同様とする。

（疑義の解決)

第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度協定市が協

議して定めるものとする。

この協定の成立を証するため、本書４通を作成し、四市長署名押印のうえ、それぞれ１通を保有す

る。

1997年（平成９年）10月３日

茨城県ひたちなか市東石川二丁目10番１号

ひたちなか市

ひたちなか市長

千葉県市川市八幡一丁目１番１号

市川市

市川市長

神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

静岡県富士市永田町一丁目100番地

富士市

富士市長
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特例市災害時相互応援に関する協定書

（趣旨）

第１条 特例市各市（以下「協定市」という ）は、いずれかの市の区域において、地震等の大規模。

な災害が発生し、被害を受けた特例市（以下「被災市」という ）が、独自では十分な応急措置が。

実施できない場合に、被災市以外の協定市が相互に救援協力し、被災市の応急対策及び復旧活動を

円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。

（応援の種類）

第２条 応援の種類は次のとおりとする。

(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資の提供並びにその供給に必要な資機材の提供

(2) 被災者の救助、医療救護及び防疫に必要な資機材及び物資の提供

(3) 応急対策及び復旧活動に必要な職員の派遣及び資機材の提供

(4) 前各号に掲げるもののほか、被災市が特に必要と認めるもの

（ブロック体制）

第３条 応援を円滑に遂行するためブロック体制を整備し、各ブロックには、代表市及び副代表市を

置く。

２ 各ブロックの代表市は、全国特例市連絡協議会の副会長が務め、副代表市は、ブロックを構成す

る協定市の中から、代表市が指名する。

３ 各ブロックの代表市は、副代表市を指名したときには、会長市に報告し、会長市はこれを全協定

市に通知する。

４ ブロックの代表市が、被災市となったときは、副代表市が、代理を務める。

（応援要請の手続き）

第４条 被災市が、応援の要請をしようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにして、被災市の属

するブロックの代表市に、電話等による要請を行い、後日速やかに当該事項を記載した文書を提出

するものとする。

(1) 被害の状況

(2) 第２条第１号及び第２号に掲げる応援を要請するときは、物資等の品名、数量等

(3) 第２条第３号に掲げる応援を要請するときは、職員の職種及び人員並びに被災市での業務内容

(4) 応援場所及び応援場所への経路並びに連絡窓口となる担当者名等

(5) 応援の期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

（応援体制）

第５条 ブロックの代表市は、被災市から応援の要請を受けたときは、ブロック内の協定市による応

援体制をとることを基本とする。ただし、ブロックの代表市が、ブロック体制を越えた応援体制に

することが必要と判断するときは、特例市連絡協議会の会長市と協議し、会長市は全協定市による

応援体制とすることができる。

(応援の実施）

第６条 ブロックの代表市又は会長市から要請された協定市は、可能な限りこれに応じ、応援に努め

るものとする。

２ 前項の規定により応援する協定市は、災害発生直後、応援活動のため職員等を派遣する場合にお
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いては、派遣職員自ら消費又は使用する物資等を携行させるものとする。

（自主的活動）

第７条 激甚な災害が発生し、通信途絶等により被災市から第４条の規定に基づく応援要請がない場

合、ブロックの代表市はブロック内の協定市と協力し、速やかにその被害状況について、自主的に

情報収集を行うものとする。

２ ブロック内の代表市は、前項の情報収集により、被害が甚大であると判断し、かつ、被災市と連

絡ができない場合は、自ら第５条に規定する応援体制をとることができる。

３ 自主的な応援活動中に、被災市から第４条の規定に基づく応援要請を受けたときは、第６条の規

定に基づく応援を実施するものとする。

（応援経費の負担）

第８条 応援に要した経費は、原則として被災市の負担とする。

２ 応援職員が第２条第３号の応援（以下「応援業務」という ）により負傷し、疾病にかかり又は。

死亡した場合における公務災害補償に要する経費は、応援する協定市の負担とする。

３ 応援職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたも

のについては応援を受けた被災市が、被災市への往復の途中において生じたものについては応援す

る協定市が、それぞれ負担するものとする。

４ 前各項に定めるもののほか、応援経費の負担に関し必要な事項については、被災市及び応援する

協定市が協議して定めることができる。

(連絡担当部局）

第９条 協定市は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしてお

くものとする。

(協議）

第１０条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項に

ついては、その都度、協定市が協議して定めるものとする。

この協定の締結にあたっては、会長市への同意書の提出をもって、協定が成立したものとみなす。

平成１８年７月２７日

八戸市 盛岡市 山形市 水戸市 前橋市 高崎市 川口市 所沢市 草加市 越谷市 平塚市

小田原市 茅ヶ崎市 厚木市 大和市 福井市 甲府市 松本市 沼津市 富士市 一宮市

春日井市 四日市市 大津市 岸和田市 豊中市 吹田市 枚方市 茨木市 八尾市 寝屋川市

尼崎市 明石市 加古川市 宝塚市 鳥取市 呉市 久留米市 佐世保市
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災害時における相互協力に関する覚書

茅ヶ崎郵便局(以下「甲」という。)及び茅ヶ崎市(以下「乙」という。)は、茅ヶ崎市内において災

害対策基本法(昭和36年法律第223号)第２条第１項に規定する災害が発生した場合に、相互援助精神に

基づき、相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次のとおり覚書を締結する。

（協力の要請)

第１条 甲及び乙は、災害が発生し、次の事項について協力を要請する必要があると認めるときは、

文書により協力を要請できるものとする。ただし、緊急の場合は、口頭、電話又は電信により要請

し、後日速やかに文書を送付するものとする。

(1) 災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係わる災害時特別事務取

扱並びに援護対策

(2) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の物資集積場所等としての提供

(3) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供

(4) 甲及び乙が収集した被災市民の避難先、被災状況等の情報の相互の提供

(5) 乙が開設する地区防災拠点における臨時郵便差出箱の設置

(6) その他必要な事項

（協力の実施)

第２条 甲及び乙は、前条に規定する要請を受けたときは、これに応じて協力するよう努めなければ

ならない。

（連絡体制の整備)

第３条 甲及び乙は、第１条に規定する要請に基づく協力を円滑に行うため、災害情報等の連絡体制

の整備に努めるものとする。

２ 甲及び乙は、前項の連絡体制を整備するため、連絡責任者をそれぞれに置くものとし、甲にあっ

ては総務課長が、乙にあっては防災対策課長がその任に当たるものとする。

（防災訓練への参加)

第４条 甲は、災害時に乙の要請に基づく協力を円滑に行うため、必要があると認めるときは、市内

各地域で行われる防災訓練に参加することができるものとする。

（情報の交換)

第５条 甲及び乙は、この覚書に基づく協力が円滑に行われるよう、防災計画及び協力要請事項に関

し、必要に応じて情報を交換するものとする。

（効力の発生)

第６条 この覚書は、平成９年10月28日から効力を発生するものとする。

（協議)

第７条 この覚書に定めのない事項又はこの覚書に関し疑義を生じたときは、両者が協議して定める

ものとする。

この覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を保有する。

平成９年10月28日

甲 茅ヶ崎市新栄町13番20号

郵政省 茅ヶ崎郵便局

茅ヶ崎郵便局長

乙 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長
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地震災害時における応急給水の協力に関する確認書

神奈川県企業庁水道局茅ヶ崎営業所（以下｢甲｣という ）と茅ヶ崎市（以下｢乙｣という ）とは、地。 。

震等災害時における応急給水の協力に関し、次のことを確認するものとする。

確 認 事 項

１ 乙は、応急給水に関する種々の情報を交換することが必要であるとの認識から、茅ヶ崎市地域防

災計画に基づく｢災害時における給水対策の実施計画｣（以下｢実施計画」という ）の作成に際して。

必要な事項について、甲に協力を求め甲はこれに協力するものとする。

２ 乙は 茅ヶ崎市地域防災計画に基づき 関係部及び水道局等関係機関との協議を行い ｢実施計画｣、 、 、

を実効性の高いものとしていくものとする。

平成９年３月28日

甲 茅ヶ崎市本村四丁目５番２２号

神奈川県企業庁水道局

茅ヶ崎営業所長

乙 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長
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応急給水支援の事務処理に関する覚書

（ 「 」 。） 、 、 、 、 、 、神奈川県企業庁 以下 甲 という と平塚市 鎌倉市 藤沢市 小田原市 茅ヶ崎市 逗子市

葉山町、大磯町及び二宮町（以下「乙」という ）は、地震等災害時において、他の都県市水道事業。

体（以下「他の水道事業体」という ）による応急給水支援を受ける場合の事務処理について、次の。

とおり定める。

（支援要請）

第１条 乙は、地震等災害による応急給水の支援が必要と判断した場合は、次の事項を明らかにした

書面により、甲に対し要請するものとする。ただし、書面により難いときは他の方法をもって要請

し、事後において書面を提出するものとする。

(1) 支援の概要

(2) 支援時期

(3) 被災状況

(4) 他の水道事業体の受入に関する事項

(5) その他必要な指示事項

２ 甲は、水道施設に大規模な被害が発生していることが認められ、緊急を要する場合は、神奈川県

を通じて被災状況を乙に伝えることにより、乙の要請を待たずに他の水道事業体に支援要請できる

ものとする。この場合にあっては、事後に甲の他の水道事業体への支援要請の内容を、乙は書面を

もって提出するものとする。

３ 甲は、前２項に基づく応急給水支援を要請された場合は、その結果を速やかに書面により乙に回

答するものとする。

（要請結果）

第２条 甲は、前条に基づく応急給水支援を要請された場合は、その結果を速やかに書面により乙に

回答するものとする。ただし、書面により難いときは他の方法をもって回答し、事後において書面

を送付するものとする。

(情報提供）

第３条 甲及び乙は、地震等災害時における応急給水に係る情報を共有し、円滑な対応に努めなけれ

ばならない。

２ 応急給水にかかる状況等等住民周知に関しては、甲乙協議し、乙が行うものとする。

（費用負担）

第４条 他の水道事業体の応急給水活動に要した経費は、応急給水支援を受けた乙の負担とし、経費

の詳細は、乙と他の水道事業体で協議するものとする。

（協議）

第５条 この覚書に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの覚書に定める事

項に疑義が生じたときは、その都度甲乙が協議して定めるものとする。

この覚書の成立を証するため、本書１０通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上各自その１通を保

有するものとする。
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平成１８年３月２８日

甲 神奈川県公営企業管理者

企業庁長

乙 平塚市

市長

鎌倉市

市長

藤沢市

市長

小田原市

市長

茅ヶ崎市

市長

逗子市

市長

葉山町

町長

大磯町

町長

二宮町

町長
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県自治体病院災害時相互応援に関する申合せ

１ 目的

神奈川県自治体病院開設者協議会加入の開設者（以下「開設者」という ）は、神奈川県、横浜。

市、川崎市、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、三浦市、大和市（以下「十県市」

という ）において地震等の災害が発生し、災害を受けた県立・市立病院（以下「被災病院」とい。

う ）が独力では十分な応急措置がとれない場合に、被災病院の要請に応え、または、友愛的精神。

に基づき自発的に救援協力し、被災病院の医療救護活動を円滑に遂行するため次のとおり必要な事

項について申し合わせる。

２ 応援の種類は次のとおりとする。

(1) 薬品、診療材料、食料、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資器材の提供

(2) 医療救護に必要な車両及び舟艇等の提供

(3) 医療系職、技術系職、技能系職等医療救護に必要な職員の派遣

(4) 上記に掲げるもののほか、特に要請があった事項

３ 応援要請の手続

被災病院は、次の事項を明らかにし、別表に掲げる連絡担当部局を通じて開設者に口頭、電話又

は電信により応援を要請し、後日、速やかに文書を送付するものとする。

(1) 被害の状況

(2) 上記２(1)～(2)までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等

(3) 上記２(3)に掲げる要請をする場合にあっては、職員の種類及び人員

(4) 応援場所及び応援場所への経路

(5) 応援の期間

(6) (1)～(5)に掲げるもののほか、必要な事項

４ 支援病院の責務

被災病院以外の県立・市立病院（以下「支援病院」という ）は、被災病院の要請にすみやかに。

応じ又は自発的に救援に努めるものとする。

５ 応援経費の負担

(1) 応援に要した経費は、原則として被災病院の開設者の負担とする。

(2) 被災病院の開設者が、前項における経費を支弁するいとまがない場合は、支援病院の開設者が

一時繰替支弁するものとする。

６ 職員に対する補償手続

医療救護のため派遣された職員が、救護活動中に負傷等をした場合は、地方公務員災害補償法等

に基づき、支援病院の開設者が諸手続きをとるものとする。
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７ 災害情報の相互連絡

別表に掲げる連絡担当部局は、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡するものとする。

８ 資料の交換

開設者は、この申合せに基づく応援を円滑に行うため、毎年１回地域防災計画その他参考資料を

相互に交換するものとする。

９ その他

(1) この申合せに定めのない事項については、開設者が協議して定めるものとする。

(2) この申合せは、平成７年５月１日から有効とし、開設者協議の上特別の定めをする場合を除き

その効力を持続するものとする。

この申合せを証するため、本書10通を作成し、開設者各自記名押印のうえ、各１通を保有するも

のとする。

以上のとおり申し合わせる。

平成７年５月１日

神奈川県自治体病院開設者協議会

神奈川県立病院開設者

神奈川県知事

横浜市立病院開設者

横浜市長

川崎市立病院開設者

川崎市長

横須賀市立病院開設者

横須賀市長

平塚市民病院開設者

平塚市長

藤沢市立市民病院開設者

藤沢市長

小田原市立病院開設者

小田原市長

茅ヶ崎市立病院開設者

茅ヶ崎市長

三浦市立病院開設者

三浦市長

大和市立病院開設者

大和市長
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（別表）

連 絡 担 当 部 局 一 覧

連 絡 担 当 部 局 名 電 話 番 号

〒231-8588 横浜市中区日本大通１
（０４５）２１０－１１１１

神奈川県衛生部県立病院課

〒231-0017 横浜市中区港町１－１
（０４５）６７１－２４６８

横浜市衛生局医療対策部病院事業課

〒210-0004 川崎市川崎区宮本町１
（０４４）２００－２４９３

川崎市健康福祉局病院事業課

〒240-0101 横須賀市長坂１－３－２
（０４６８）５６－３１３６

横須賀市立市民病院総務課

〒254-0065 平塚市南原１－１９－１
（０４６３）３２－００１５

平塚市民病院病院総務課

〒251-0052 藤沢市藤沢２－６－１
（０４６６）２５－３１１１

藤沢市民病院総務課

〒250-0055 小田原市久野４６
（０４６５）３４－３１７５

小田原市立病院経営管理課

〒253-0042 茅ヶ崎市本村５－１５－１
（０４６７）５２－１１１１

茅ヶ崎市立病院経営推進課

〒238-0222 三浦市岬陽町４－３３
（０４６８）８２－２１１１

三浦市立病院庶務課

〒242-0018 大和市深見西８－３－６
（０４６２）６０－０１１１

大和市立病院総務課
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災害時における緊急放送の協力に関する協定書

茅ヶ崎市(以下「甲」という。)と株式会社湘南平塚コミュニティ放送(以下「乙」という。)は、茅

ヶ崎市内に発生し、又は発生するおそれがある地震、風水害、その他の災害(以下「災害」という。)

時における緊急放送に対する協力について、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、茅ヶ崎市内に災害が発生し、または発生するおそれがあるときに、甲は乙の所

有する放送設備を通して、甲の発信する情報を市民に提供し、災害による被害を 小または未然に

防ぐことを目的とする。

（協力の要請）

第２条 甲は、茅ヶ崎市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあり、乙の協力を必要とするとき

は、次の各号に掲げる事項を明らかにした協力要請書(様式第１号)をもって要請するものとする。

ただし、緊急を要するときは、電話又はその他の方法をもって要請し、事後要請書を提出するもの

とする。

(1) 災害の種類

(2) 要請内容

(3) 指示事項及びその他必要な事項

（要請に対する協力）

第３条 乙は、前条による甲の要請を受けたときは、特に業務上の支障その他やむを得ない事由のな

い限り、他の業務に優先して要請に応じ協力するものとする。

（協力の範囲）

第４条 乙は、次の広報事項について協力するものとする。

１．発生時

(1) 予知情報及び関連情報

(2) 市及び関係機関の事前体制と事前対策

(3) 正確な情報の入手方法の周知

(4) 沈着冷静な行動の要請(災害時の心得、注意事項)

(5) 防災上必要な事項の要請(規制、被害の防止対策)

(6) その他、甲から要請のあったもの

２．発生後

(1) 災害の発生状況

(2) 被害の状況

(3) 市及び関係機関が講じた応急対策の状況

(4) 市民に対する勧告、指示、要請、規制等

(5) 救援救護並びに医療活動の状況

(6) ライフライン関係機関の復旧状況(交通機関等)

(7) その他、甲から要請のあったもの

（費用の負担）

第５条 甲の要請に基づく緊急放送に要した費用は、乙が負担するものとする。
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（協議）

第６条 この協定に定めない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事項

に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。

（連絡責任者）

第７条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定めて

おくものとする。

（協定の期間）

第８条 この協定は平成12年４月１日から適用し、平成13年３月31日までとする。ただし、甲又は乙

から期間満了１か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を１

年間更新し、以後同様とする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印して、各自１通を所持する。

平成12年４月１日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅 ヶ 崎 市

茅ヶ崎市長

乙 平塚市宝町３番１号

平塚ＭＮビル10階

株式会社湘南平塚コミュニティ放送

代表取締役
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様式第１号

緊急放送における災害広報活動の協力要請書

平成 年 月 日

様

茅ヶ崎市長

次のとおり災害広報活動の協力を要請します。

項 目 内 容

災 害 の 種 類

要 請 内 容

指 示 事 項 及 び

そ の 他 必 要 な

事 項
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緊急放送の運用に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と藤沢エフエム放送株式会社（以下「乙」という｡)は、災害時の。

緊急放送に関し次のとおり協定を締結する。

（目的）

、 、第１条 この協定は 茅ヶ崎市における災害の発生又は発生する恐れがある場合の緊急放送を確保し

災害発生の予防又は被害の軽減を図ることを目的とする。

（定義）

第２条 この協定書における、用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 災害とは、地震、台風、洪水、高潮、津波その他の異常な自然現象、又は大規模な火事若しく

は爆発その他その及ぼす被害の程度において、これらに類する政令で定める原因により生ずる被

害をいう。

(2) 緊急放送とは、前条の目的を達成するために、甲は乙の承諾を得ることなく乙の所有する放送

施設を使用して行うもので、他の放送に優先して行う臨時の放送をいう。

（運用）

第３条 緊急放送の運用にあたっては、次のとおりとする。

(1) 甲は、前条第１号に定める事態が生じた場合に、放送番組に緊急放送を行うことができる。

(2) 甲は、緊急放送を終了したときは、乙にその旨を連絡する。

(3) 甲は、緊急放送を実施したときは、実施日時、放送内容を文書により速やかに乙に報告する。

(4) 甲及び乙は、協議の上試験放送を実施することができる。

(協力の要請)

第４条 甲は、茅ヶ崎市内に災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、乙に対して文書を持っ

て協力を要請し、緊急を要するときは電話等にて要請するものとする。

なお、甲に対して乙から情報提供の要請を求められたときも同様とする。

（結果の責任）

第５条 緊急放送の実施に伴う社会的影響については、甲の責任とする。

（協議）

第６条 この協定に定めない事項、又は疑義を生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議の上解決

にあたるものとする。

（協定の改訂）

第７条 この協定は、甲又は乙の発議により、双方協議の上改訂することができる。

（期間）

第８条 この協定書の効力は、締結の日から平成１８年３月３１日までとする。ただし、協定期間満

了日の１か月前までに、甲又は乙から異議申し立てがない場合は、その期間を引き続き次の１年間

に延長するものとし、以後も同様とす る。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有する。
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平成１７年８月１日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 藤沢市藤沢５７３番地２

藤沢エフエム放送株式会社

代表取締役社長
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防犯防災情報及び緊急時の放送等の協力に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と株式会社ジェイコム湘南（以下「乙」という ）は、防犯防災。 。

情報の放送及び緊急放送の実施等に関し、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、茅ヶ崎市における防犯防災情報の迅速かつ的確な提供手段の拡充、及び災害等

の発生又は発生するおそれがある場合の緊急放送の実施による災害等の発生の予防又は被害の軽減

を図ること等を目的とする。

（定義）

第２条 この協定書における用語の定義は、次のとおりとする。

( ) 災害等とは、地震・台風・洪水・高潮・津波その他の異常な自然現象及び大規模な火災又は爆1

発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類するものにより生ずる被害、及び「国民の保

護に関する基本指針 （平成１７年３月２５日閣議決定）において想定される武力攻撃事態及び」

緊急対処事態をいう。

( ) 防犯情報とは、ひったくり、窃盗、放火等の事件及び不審者出没等の事案で、犯罪抑止のため2

に提供する地域密着の情報をいう。

( ) 防災情報とは、災害等の発生又は発生するおそれがある事態で、市民等の注意喚起を促し、警3

戒を呼び掛けるために提供する情報をいう。

( ) 緊急放送とは、前条の目的を達成するために、甲が乙の協力を得て乙の所有する放送施設を使4

用して行うもので、他の放送に優先して行う臨時の放送をいう。

なお、本号における「他の放送」とは、甲が乙と別に契約を締結する甲が放送権を有する時間

帯での放送とする。

( ) インターネット設備とは、インターネットへの接続、ホームページの作成・公開、及び電子メ5

ールの使用のために必要となる設備をいう。また、同設備の使用等とは、情報収集のためのホー

ムページ等の閲覧、情報発信のためのホームページの作成・公開、及び関係機関や市民等との連

絡のための電子メールの使用をいう。

（内容）

第３条 この協定に基づき、甲が協力を要請することができる内容は、次のとおりとする。

( ) 防犯情報の放送1

( ) 防災情報の放送2

( ) 緊急放送3

( ) インターネット設備の使用等4

( ) 市が主催する訓練への参加5

（運用）

第４条 前条に定める事項の運用に当たっては、次のとおりとする。

( ) 甲は、前条第１号及び第２号に定める事項を実施する必要が生じた場合は、随時乙に対し協力1

を要請することができる。

( ) 乙は、前号に定める要請を受けた場合は、要請を受けたときから２４時間以内に放送を行う。2

ただし、甲が防災行政用無線を使用して放送を行った内容に関して前号に定める要請を受けた場



- 131 -

合は、乙は、可能な限り即時対応を行う。

( ) 甲は、災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合において必要が生じた場合は、乙に対3

し前条第３号の協力を要請することができる。

( ) 乙は、前号に定める要請を受けた場合は、可能な限り甲の要請に対応した放送を行う。4

( ) 甲は、災害等が発生し、甲が所有する施設にボランティアセンターを開設した場合は、当セン5

ターにおいて災害等に関する情報の収集・発信等を行う必要があることから、乙に対し前条第４

号の協力を要請することができる。

( ) 乙は、前号に定める要請を受けた場合は、即時対応するものとする。その際、現場での作業に6

関する事項については、甲乙協議の上決定するものとする。

( ) 甲は、自らが主催する訓練において、乙の参加が必要と認める場合は、乙に対し前条第５号の7

協力を要請することができる。

( ) 乙は、前号に定める要請を受けた場合は、可能な限り参加・協力を行う。8

（協力の要請）

第５条 甲は、茅ヶ崎市内において防犯情報及び防災情報の放送が必要となるときは、乙に対し、第

３条で定める事項について文書をもって協力を要請する。ただし、緊急を要する場合は、電話等で

要請を行う。

（費用の負担）

第６条 甲の要請に基づく第３条第１号から第３号まで及び第５号に定める事項に要した費用は、乙

が負担する。また、第３条第４号に定める事項の実施に当たり費用が発生した場合には、甲乙協議

の上費用負担について決定するものとする。

（結果の責任）

第７条 この協定に基づく事項の実施に伴う社会的影響については、甲が責任を負う。

（協議）

第８条 この協定に定めのない事項、又は疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議の上実

施する。

（協定の改定）

第９条 この協定は、甲又は乙の発議により、双方協議の上改訂することができる。

（期間）

第１０条 この協定書の有効期限は、締結の日から平成２０年３月３１日までとする。ただし、協定

期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも文書による意思表示がない場合は、引き続き１年間

自動延長するものとし、以降も同様とする。

この協定の証として協定書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成１９年４月９日

甲 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目４番２１号

コミュニケーションズ湘南藤沢ビル３階NTT

株式会社ジェイコム湘南

代表取締役
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災害時における救援情報紙の発行と配布に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と株式会社湘南リビング新聞社（以下「乙」という ）は、災害。 。

時における救援情報誌の発行と配布に関し次のとおり協定を締結する。

(趣旨）

第１条 この協定は、茅ヶ崎市内において大規模な地震災害、風水害等（以下「災害」という。が発

生した場合、乙は甲が災害時に発行する災害情報紙と補完し合う救援情報紙を速やかに発行し、こ

れをもって甲が市民に対して行う広報活動及び情報伝達活動に全面的に協力するため甲乙間に必要

な協力について定めるものとする。

(表題）

第２条 救援情報紙は 「がんばれ！茅ヶ崎」と題する。、

(協力）

第３条 甲は、乙が発行する救援情報紙の編集に必要な情報を乙に速やかに提供するものとする。

(救援情報紙の発行）

第４条 乙は、災害の発生した日から２日以内に「がんばれ！茅ヶ崎」第０号の発行に努め、１週間

以内に第１号、２週間以内に第２号の発行に努めるものとする。

２ 第３号以降の「ばんばれ！茅ヶ崎」の発行については、甲乙協議の上決定するものとする。

（救援情報紙の発行）

第５条 「がんばれ！茅ヶ崎」の第０号は、タブロイド版モノクロ２頁とし、第１号以降はタブロイ

ド版モノクロ４頁とする。

２ 「がんばれ！茅ヶ崎」の発行部数については、それぞれ 大５，０００部とする。

３ 「がんばれ！茅ヶ崎」は、第０号から第２号までは無償とし、第３号からは有償とするものとす

る。

（配布及び配置）

第６条 甲は、被災者に対する救援情報紙の配布及び配置について、できるだけ乙に協力するものと

する。

（連絡責任者）

第７条 この協定に関する連絡責任者は、甲においては茅ヶ崎市防災安全部防災対策課長と、乙にお

いては株式会社湘南リビング新聞社編集長とする。

（その他）

第８条 この協定の実施に関し定めのない事項について又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲

乙協議し決定するものとする。

（効力の発生）

第９条 この協定は、平成１６年８月１８日から効力を発生するものとし、甲又は乙が文書をもって

この協定の解除又は変更を通知しない限りその効力を持続する。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自その１通を保有する。
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平成１６年８月１８日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 藤沢市藤沢４６２番地 日本生命駅前ビル４階

株式会社湘南リビング新聞社

代表取締役社長
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災害時における自動車輸送の協力に関する協定

（趣旨)

第１条 この協定は茅ヶ崎市内に発注した地震、風水害、その他災害（以下「災害」という ）時に。

おいて茅ヶ崎市（以下「甲」という ）が社団法人神奈川県トラック協会湘南支部（以下「乙」と。

いう ）に自動車輸送の協力を要請する手続き等を定めるものとする。。

（協力要請)

第２条 茅ヶ崎市内に災害が発生し、乙の協力を必要とするときは、甲は乙に対し、次に掲げる事項

を明らかにして、文書を持って要請するものとする。

ただし、緊急を要する時は、電話等をもって要請し、事後、文書を提出するものとする。

(1) 災害の状況及び応援を要請する事由

(2） 応援を必要とする車両数、車両種類、大きさ及び人員

(3） 応援を必要とする場所

(4） 応援を必要とする期間及び活動内容

(5） その他必要となる事項

（協力の実施)

、 、 、第３条 乙は前条による甲の要請を受けたときは 業務上の支障 又はやむを得ない事由のない限り

他の業務に優先して協力するものとする。

（報告)

第４条 乙は前条に基づき協力した場合は、文書をもってすみやかに甲に対し、次の事項を報告する

ものとする。

ただし、緊急を要する場合は、電話等をもって報告し、事後、文書を提出するものとする。

(1) 応援に従事した車両数、車両種類、大きさ及び人員

(2） 走行距離及び地点

(3） その他必要な事項

（経費の負担)

第５条 自動車輸送の協力に要した経費は、甲が負担する。

（補償)

第６条 第３条に基づき応援に従事したものが死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は疾病となった場

合においては、本人又はその遺族に対し、茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例（昭和41年茅ヶ崎

市条例第24号）を準用し補償するものとする。

（連絡責任者)

第７条 第３条に掲げる要請に関する事項の伝達並びに、これに関する連絡の確実及び円滑を図るた

め、甲においては茅ヶ崎市災害対策本部事務局長を、乙においては社団法人神奈川県トラック協会

湘南支部事務局長を連絡責任者とする。

（連絡)

、 、 、第８条 乙は この協定により協力できる茅ヶ崎市内の自動車運送業者に関する車両の種類 車両数
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人員等を毎年６月末日までに甲に通知するものとする。

（雑則)

第９条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲、乙が協議して定めるものとする。

第10条 この協定は、昭和54年11月10日から適用する。

この協定の成立を証するため、甲、乙が記名押印のうえ各1通を保有するものとする。

昭和54年11月10日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 藤沢市桐原町２２番地

神奈川県トラック協会湘南支部

支部長
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災害時の輸送船舶調達に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と東亜海運産業株式会社（以下「乙」という ）は、茅ヶ崎市内又。 。

、 （ 「 」は甲が災害時相互応援に関する協定書を締結した市において地震 風水害その他の災害 以下 災害

という ）発生に際し、災害時の市民生活の早期安定を図るための応急生活物資、資機材、災害対策要。

員（以下「物資等」という ）等の輸送を行う船舶の調達に関する協定を締結する。。

（協力事項の発動)

第１条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が茅ヶ崎市災害対策本部を設置し、乙

に対して要請を行ったときをもって発動する。

（要請)

第２条 甲は、災害時における輸送船舶の確保を図る必要があると認めたとき、各号に掲げる事項を

明らかにした輸送船舶派遣協力要請書（別記様式）又は傭船契約の締結をもって乙の所有する船舶

の派遣を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法をもって要請し、

事後、傭船契約を締結するものとする。

(1) 災害の状況及び協力を要請する事項

(2) 輸送を必要とする物資及び数量等

(3) その他必要な事項

（要請に対する協力)

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、特に業務上の支障、その他やむを得ない事由のな

い限り、極力他の業務に優先して要請事項に速やかに適切な措置をとるとともに、その派遣する船

舶等を協議し、要請の実現に努めるものとする。

（船舶の賃貸借料金)

第４条 船舶の賃貸借料金は、災害発生直前における適正料金を基準として、甲、乙協議して決定す

るものとする。

（物資等の受け渡し場所)

第５条 物資の受け渡し場所は、その都度協議するものとする。

（連絡担当部局)

第６条 第２条に掲げる要請に関し、その事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、連絡担当部局を定

め、災害が発生したときは、速やかに相互の連絡確認するものとする。

（船舶の安定派遣)

第７条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を 大限に活用して船舶の安定派遣に努力し、安全

航海を図り市民生活の早期安定に寄与するものとする。

（支援体制の整備)

第８条 乙は、災害時における円滑な輸送の協力が図れるよう、災害に対処し得る設備並びに広域応

援体制及び情報伝達体制の整備に努めるものとし、甲は、それに極力協力するものとする。

（協議)

第９条 この協定の実施に関し、必要な事項及び定めのない事項は、甲、乙両者が協議して定めるも

のとする。

（有効期間)

第10条 この協定は、1997年（平成９年）10月22日から適用し、1998年（平成10年）３月31日までと
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する。ただし、甲又は乙から期間満了の１月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示が

ないときは、この期間は、更に１年間延長するものとし、その後において期間満了したときも同様

とする。

この協定の成立を証するため、本書を２通作成し、甲、乙それぞれ１通を保有するものとする。

1997年（平成９年）10月22日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 東京都千代田区五番町６番地

東亜海運産業株式会社

代表取締役社長

別記様式（第２条関係）

輸 送 船 舶 派 遣 協 力 要 請 書

茅ヶ崎市長

次のとおり協力を要請します。

項 目 内 容

1 災害の状況

2 協力を要請する事由（理由）

3 輸送を必要とする物資及び数量等

出航地 港 月 日 時 分
4 派遣の日時、場所等

寄港地 港 月 日 時 分

5 その他必要な事項
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災害時における応急必需物資の調達に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と株式会社イトーヨーカ堂茅ヶ崎店（以下「乙」という ）は、。 。

甲において災害が発生した場合、甲が災害用応急必需物資（以下「物資」という ）の確保を図るた。

め次のとおり協定する。

（物資の要請)

第１条 甲は、災害時における物資の確保を図るため必要があると認めたときは、乙の保有する物資

の調達を要請するものとする。

（要請事項の措置)

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について速やかに適切な措置をとるとと

もにその措置事項を甲に連絡するものとする。

（物資の範囲)

第３条 物資の範囲は、別表に定める物資とする。

（要請の方法)

第４条 甲は、前条に規定する物資の調達を要請するときは、災害用応急必需物資調達要請書（別記

様式）により行うものとする。ただし急施を要するときは、事後速やかに当該要請書を提出するも

のとする。

（物資の価格、代金の支払い)

第５条 物資の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とし、その代金は適法な支払請求書

を受理した日から30日以内に甲が支払うものとする。

（物資の引渡場所)

第６条 物資の引渡し場所は甲が指定するものとし、甲が引渡し場所へ職員を派遣し、物資を確認の

うえこれを引取るものとする。

（返却措置)

第７条 物資調達後不用物資が生じた場合は、甲乙協議のうえ返却措置をするものとする。

（協議事項)

第８条 この協定に定めない事項又はこの協定について変更の必要若しくは疑義が生じたときは甲、

乙協議して定めるものとする。

（効力の発生)

第９条 この協定は、昭和62年５月１日から効力を発生するものとする。

この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲、乙は記名押印のうえ各自１通を保有するもの

とする。

昭和62年５月１日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市新栄町１１番８号

株式会社イトーヨーカ堂

茅ヶ崎店代表者
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別表（第３条関係） 昭和 年 月 日 現在

業者名物 資 保 有 数 量 表

品 名 数量 単位 備 考 品 名 数量 単位 備 考

寝 毛 布 枚 な べ 個

掛 布 団 枚 炊 か ま 個
布 団

具 敷 布 団 枚 や か ん 個

上 衣 着 事 包 丁 丁
作 業 衣

ズ ボ ン 本 ま な 板 枚

男 子 用 上 衣 着 道 バ ケ ツ 個

紳 士 シ ャ ツ 衣 ガ ス コ ン ロ 個

男子用セーター 着 具

男 子 用 ズ ボ ン 本

女子用セーター 着 茶 わ ん 個

衣 ブ ラ ウ ス 枚 食 汁 わ ん 個

女子用スラックス 本 皿 枚

ス カ ー ト 枚 は し 膳

男 児 子 供 服 上 着 器

〃 下 本

女 児 子 供 服 上 着 ち り 紙 個

〃 下 本 日 固 形 個
石 け ん

上 着 粉 箱

ベ ビ ー 服 下 枚 用 歯 ブ ラ シ 本

肌着 枚 歯 磨 粉 箱

紳 士 用 シャツ 枚 品

肌 着 下 枚

婦 人 用 シャツ 枚 大 箱
マ ッ チ

肌 着 下 枚 小 箱

男 児 用 シャツ 枚 光 ろ う そ く 本

料 肌 着 下 枚 熱 懐 中 電 灯 個

女 児 用 シャツ 枚 材 電 池 個

肌 着 下 枚 料 固 形 燃 料 個

男 足

く つ 下 女 足

子 供 足 粉 ミ ル ク

お む つ 枚 食 み そ

し ょ う ゆ

タ オ ル 枚 料 缶 詰

身 手 ふ き 枚 即 席 ラ ー メ ン

の 大人用運動ぐつ 足 品

回 大 人 用 雨 ぐ つ 足

り 子供用運動ぐつ 足 そ

品 子 供 用 雨 ぐ つ 足 の

他
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別記様式（第４条関係）

必 需 物 資 調 達 要 請 書

昭和 年 月 日

殿

茅ヶ崎市長

必需物資の調達に関する協定に基づき、次の調達を要請します。

災 害 の 状 況

必 需 物 資 の

引 渡 場 所

そ の 他 必 要 事 項

品 名 数 量 品 名 数 量

調

達

要

請

品

名

及

び

数

量

災害用応急必需物資調達に関するその他の協定先一覧表

No 協 定 の 相 手 方 支 援 の 内 容 締 結 年 月 日

1 株式会社ダイクマ茅ヶ崎店 生活必需物資の供給 昭和62年5月1日

2 クラウン産業株式会社 生活必需物資の供給 昭和62年10月26日

3 相鉄ローゼン株式会社高田店 生活必需物資の供給 昭和62年10月31日

4 株式会社たまや 生活必需物資の供給 昭和63年8月26日

5 イオン株式会社ジャスコ茅ヶ崎店 生活必需物資の供給 平成14年6月12日

6 株式会社マルエツ茅ヶ崎店 生活必需物資の供給 平成14年7月5日
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災害時における応急必需食糧の調達に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と茅ヶ崎菓子工業組合（以下「乙」という ）は、災害時における。 。

応急必需食糧（以下「食糧」という ）を甲が確保するため、次のとおり協定する。。

（食糧の要請)

第１条 甲は、災害時において食糧の確保が必要であると認めたときは、乙に対し、食糧の調達を要

請するものとする。

（要請の方法)

、 。 、第２条 甲は第４条に規定する食糧の調達を要請するときは 文書により行うものとする ただし

緊急を要するときは電話等により行い、事後速やかに当該文書を送付するものとする。

（要請事項の措置)

第３条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について速やかに適切な措置をとるとと

もに、その措置事項を甲に連絡するものとする。

（食糧の範囲)

第４条 食糧の範囲は、次のとおりとする。

(1) パン

(2) 餅

(3) 和菓子

(食糧の価格及び支払)

第５条 食糧の引取価格は、災害発生直前における適正な価格とし、その代金は適法な支払請求書を

受理した日から30日以内に甲が支払うものとする。

（食糧の引渡場所)

第６条 食糧の引渡場所は、甲が指定するものとし、甲の派遣する職員が食糧を確認のうえ、これを

引取るものとする。

（その他)

第７条 この協定に定めない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

（効力の発生)

第８条 この協定は昭和63年11月１日から効力を発生するものとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有するものと
する。

昭和63年11月15日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市浜之郷８３６番地

茅ヶ崎菓子工業組合

組合長

災害時における応急必需食糧の調達に関するその他の協定先一覧表

No 協 定 の 相 手 方 支 援 の 内 容 締 結 年 月 日

1 茅ヶ崎洋菓子協会 応急必需食糧の供給 昭和63年10月24日
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災害用応急必要物資の調達に関する協定書

茅ヶ崎市を甲とし、クラヤ薬品株式会社を乙とし、当事者間において災害発生に際し、応急必需物

資（以下「物資」という ）の確保を図るため、次のとおり協定する。。

（茅ヶ崎市の要請)

第１条 甲は、災害時における物資の確保を図るため、必要があると認めたときは、乙に物資の調達

を要請するものとする。

（要請事項の措置)

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について、速やかに適切な措置をとると

ともにその措置事項を甲に連絡するものとする。

（物資の範囲)

第３条 物資の範囲は、次のとおりとする。

(1) 医薬品

(2) 診療材料等

（調達要請の方法)

第４条 前条に掲げる物資の調達要請は、原則として文書によるものとする。

（物資の価格)

第５条 物資の取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とする。

（協議事項)

第６条 この協定について疑義が生じたときは、その都度双方誠意ある協議を行うものとする。

（有効期間)

第７条 この協定は、平成９年４月１日から有効とし、甲乙協議のうえ、特別の定めをする場合を除

き、その効力を持続するものとする。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その１通を保有するも

のとする。

平成９年４月１日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 神奈川県藤沢市石川６丁目１８番５２号

クラヤ三星堂株式会社藤沢営業所

所 長

災害用応急必要物資の調達に関するその他の協定先一覧表

No 協 定 の 相 手 方 支 援 の 内 容 締 結 年 月 日

1 福神㈱藤沢営業所 医薬品、診療材料等 平成９年４月１日

2 東邦薬品㈱ 医薬品、診療材料等 平成９年４月１日

3 ㈱スズケン湘南営業部藤沢支店 医薬品、診療材料等 平成９年４月１日



- 145 -

災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書

（趣旨)

第１条 この協定書は、茅ヶ崎市内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生するおそれ

がある場合（以下｢災害時｣という ）に、茅ヶ崎市（以下｢甲｣という ）と生活協同組合コープかな。 。

がわ及び生活協同組合連合会ユーコープ事業連合（以下｢乙｣という ）とが、相互に協力して災害時。

の市民生活の早期安定を図るため、応急生活物資供給等の協力に関する事項について定めるものと

する。

（協力事項の発動)

、 、第２条 ここの協定に定める災害時の協力事項は 原則として甲が茅ヶ崎市災害対策本部を設置し

乙に対して要請を行ったときをもって発動する。

（応急生活物資供給の協力要請)

第３条 災害時において甲が応急生活物資を必要とするとき、甲は、乙に対し乙の保有商品の供給に

ついて協力を要請することができる。

（応急生活物資供給の実施協力)

第４条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、保有商品の優先供給及び運搬に対する

協力等に積極的に努めるものとする。

（応急生活物資)

第５条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は、被害の状況に応じ、原則として別表１のとおり

指定する。

（応急生活物資供給の要請手続等)

第６条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急に要請するとき

は口頭又は電話をもって要請し、事後文書を提出するものとする。

２ 甲から乙への要請等は、別表２の要請経路図のとおりとする。

３ 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来さないよう常に点検、改善に努

めるものとする。

（応急生活物資の運搬)

第７条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は、必要に応じ

て乙に対して運搬の協力を求めることができる。

（費用)

第８条 第４条及び第７条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用につい

ては甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用は、乙が保有商品の優先供給及び運搬終了後、乙の提出する出荷確認書等に

基づき、災害直前における適正価格を基準として、甲乙協議のうえ決定するものとする。

（広域的な支援体制の整備)

第９条 乙は、他の生活協同組合等との間での連携を強化し、災害時における生協間相互支援の協定

の締結等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。

（情報の収集提供)

第10条 甲は、災害時において、市民に対し応急生活物資の配布場所や品目等の情報伝達に努め、乙

はそれに協力するものとする。
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２ 甲と乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域の生活物資の価格や供給状況等の情

報交換を行うものとする。

３ 甲と乙は、災害時において、物価の高騰の防止等を図るため、協力して市民に対し迅速かつ的確

な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。

４ 甲と乙は、平常時から応急生活物資等についての調査研究を行うとともに情報交換を行い、災害

時に備えるものとする。

（生活物資の安定供給)

、 、 、 、第11条 乙は 災害時にその組織 施設及び機能を 大限に活用し 生活物資の高騰等の防止を図り

市民生活の早期安定に寄与するよう、市民に対する生活物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力

するものとする。

（ボランティア活動への支援)

、 、第12条 乙は 災害時に乙の組合員が行う生活物資の配布等のボランティア活動を支援するものとし

甲はそれに協力するものとする。

（その他必要な支援)

第13条 この協定に定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は、甲乙協

議のうえ決定するものとする。

（法令の遵守)

第14条 この協定の施行に当たっては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するものとする。

（協議)

第15条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は、定期的に協議を行うものとする。

（雑則)

第16条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。

第17条 この協定は、平成８年12月９日から適用する。

この協定の成立を証するため、本書３通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有するものと

する。

平成８年12月９日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 横浜市港北区新横浜二丁目５番地11

生活協同組合コープかながわ

理事長

横浜市港北区新横浜二丁目５番地11

生活協同組合連合会ユーコープ事業連合

理事長
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(別表１)災害時応急生活物資

段 階 第 １ 段 階 第 ２ 段 階 第 ３ 段 階

想 定 ライフラインストップ 電 気 復 旧 水 道 復 旧

期 間 災害当日～３日 ４日～６日 ７日～

水・食糧 ◆ 水・食糧 米

菓子パン ◆ 調理パン・弁当 食パン

牛乳(ＬＬ) ◆ 牛乳(ＬＬ) 麺類

果物(バナナ) ◆ 切り餅 バター・ジャム

品 レトルト食品(御飯) ◆ レトルト食品(御飯) 肉・魚

缶詰(ｲｰｼﾞｰｵｰﾌﾟﾝ) 缶詰(ｲｰｼﾞｰｵｰﾌﾟﾝ) 野菜

電池 インスタントラーメン 果物

懐中電灯 粉ミルク レトルト食品(おかず類)

バケツ 哺乳瓶 インスタントラーメン

軍手 紙おむつ 緑茶・コーヒー・紅茶

ガムテープ なべ トイレットペーパー

ウェットティッシュ ウェットティッシュ 洗濯・洗面用具

目 トイレットペーパー 生理用品 なべ

粉ミルク 下着・靴下 裁縫キット

哺乳瓶 タオル 下着・靴下

紙おむつ 刃物 文房具

卓上ガスコンロ 紙コップ・紙皿 シューズ

なべ トイレットペーパー 布団

マスク

夏 蚊取り線香

使い捨てカイロ
冬

毛布

(１) 応急生活物資はおおむね上記の段階、期間ごとの品目を基準とし、災害や緊急度の状

況に合わせて調達する。

(２) 品目は上記のほか、甲乙協議の上、その都度指定できるものとする。

＊◆＝災害直後、 優先に調達すべき品目
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(別表２)災害時応急生活物資供給等の要請経路

緊急要請発動

甲 乙 商 品 調 達 班

茅ヶ崎市災害対策本部 班 長

市民経済部長 食 品 日 配 達 担 当

農 産 生 鮮 担 当

要請 非 食 品 担 当

乙 発注 指示 要請

コープ緊急対策本部 コ ー プ

メーカー 相互支援

コープかながわ本部 流 通

問 屋 生 協

ユーコープ事業連合本部 センター

コープしずおか本部 調 調 調

達 達 達

市民生協やまなし本部 物 納 物 納 物 納

資 品 資 品 資 品

コープ流通センター

甲

被 災 市 民
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災害時における飲料水の調達に関する協定書

（ 。） （ 。）茅ヶ崎市 以下｢甲｣という とショコー産業株式会社湘南スイミングスクール 以下｢乙｣という

は、災害時における市民の飲料水を確保するため、次のとおり協定する。

（飲料水の要請）

第１条 甲は、災害時において、市民に供給する飲料水が必要になったときは、乙に対し、乙が所有

するプールの水（以下｢飲料水｣という。)の提供を要請するものとする。

（飲料水の対応）

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに対応するものとする。

（飲料水の量)

第３条 乙が提供する飲料水の量は、乙が指定した量とする。

（飲料水の無償提供)

第４条 乙が提供する飲料水は、無償とする。

（要請の方法)

第５条 甲は、飲料水の要請をするときは、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するとき

は電話等により行い、事後速やかに当該文書を送付するものとする。

（飲料水の引渡)

第６条 飲料水の引渡場所は、乙が指定するものとし、甲は、職員を派遣して飲料水を引取るものと

する。

（その他)

第７条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

（効力の発生)

第８条 この協定は、昭和62年6月1日から効力を発生するものとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有するものと

する。

昭和62年６月１日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市香川2309番地

ショコー産業株式会社

代表者
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災害時における燃料の調達に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と社団法人神奈川県エルピーガス協会湘南支部茅ヶ崎・寒川部会。

（以下「乙」という ）は、災害が発生した場合における応急燃料（以下「燃料」という ）を甲が。 。

確保するため、次のとおり協定する。

（燃料の要請)

第１条 甲は、災害時における燃料の確保が必要であると認めたときは、乙に対し、乙が保有する燃

料の調達を要請するものとする。

（要請事項の措置)

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について速やかに適切な措置をとるとと

もに、その措置事項を甲に連絡するものとする。

（燃料の範囲)

第３条 燃料の範囲は、次のとおりとする。

(1) 液化石油ガス

(2) 液化石油ガス使用器具

（要請の方法)

第４条 甲は、前条に規定する燃料の調達を要請するときは、文書により行うものとする。ただし、

緊急を要する時は電話等により行い、事後速やかに当該文書を送付するものとする。

（燃料の価格、代金の支払い)

第５条 燃料の引き取り価格は、災害発生時直前における適正な価格とし、その代金は適法な支払い

請求書を受理した日から30日以内に甲が支払うものとする。

（燃料の引渡場所)

第６条 燃料の引渡し場所は、甲が指定するものとし、甲が職員を派遣して燃料を確認のうえ、これ

を引取るものとする。

（返却措置)

第７条 甲は、燃料の調達後、燃料に不用が生じたときは、乙と協議のうえ返却できるものとする。

（その他)

第８条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

（効力の発生)

第９条 この協定は、昭和62年７月１日から効力を発生するものとする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有するものと
する。

昭和62年７月１日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号
茅ヶ崎市
茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市共恵１丁目６番２３号
社団法人神奈川県エルピーガス協会湘南支部
茅ヶ崎・寒川部会
部会長

応急燃料調達に関するその他の協定先一覧表

No 協 定 先 名 協 定 内 容 締 結 年 月 日

1 神奈川県石油商業組合茅ヶ崎支部 各種ガソリン・白灯油・軽油 昭和62年10月28日

2 茅ヶ崎燃料睦会 薪・木炭・練炭・石炭 平成元年11月9日

3 株式会社木内 薪・木炭・練炭・石炭その他固形燃料 平成元年11月9日
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災害時における災害時応急用ダンボールの生産に関する協定書

茅ヶ崎市(以下「甲」という。)と大村紙業株式会社(以下「乙」という。)は、茅ヶ崎市内に地震、

、 「 」 。 、風水害その他による災害が発生し 又は発生するおそれがある場合(以下 災害時 という )に

甲が、災害時救助用ダンボール(以下「ダンボール」という。)を確保するため次のとおり協定する。

（ダンボール生産の要請)

第１条 甲は災害時における救助用ダンボールを確保するため必要があると認めたときは、乙に対し

ダンボールの生産を要請するものとする。

（要請事項の措置)

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について速やかに適切な措置をとるとと

もにその措置事項を甲に連絡するものとする。

（ダンボールの規格)

第３条 ダンボールの規格については、別に定めるものとする。

（要請の方法)

第４条 甲は、前第１条に規定するダンボールの生産を要請するときは、ダンボール生産要請書(別記

様式)により行うものとする。

、 、 、 。ただし 急を要するときは 電話等により行い 事後速やかに当該要請書を提出するものとする

（ダンボールの価格、代金の支払い)

第５条 ダンボールの取引価格は、災害発生時直前における適正な価格とし、その代金は適法な支払

い請求書を受理した日から30日以内に甲が支払うものとする。

（物資の引渡場所)

第６条 ダンボールの引渡し場所は乙が指定するものとし、甲が引渡し場所へ職員を派遣し、ダンボ

ールを確認のうえこれを引きとるものとする。

（返却措置)

第７条 甲は、ダンボールの調達後、不用が生じたときは、乙と協議のうえ返却できるものとする。

（動力用電気の復旧)

第８条 ダンボールの生産に必要な動力用電気が断絶した場合、甲は東京電力に対し、防災上重要施

設と同様に電気の復旧を依頼するものとする。

（その他)

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。

（適用)

第10条 この協定は、平成９年８月７日から適用する。

この協定の成立を証するため、本証２通を作成し当事者記名押印のうえ各１通を保有する。

平成９年８月７日

甲 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 神奈川県茅ヶ崎市甘沼163の１番地

大村紙業株式会社

代表取締役社長
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ダ ン ボ ー ル 生 産 要 請 書

年 月 日

大村紙業株式会社 様

茅ヶ崎市長

災害時応急用ダンボールの生産に関する協定に基づき、次の生産を要請します。

災 害 の 状 況

ダ ン ボ ー ル の

引 渡 場 所

そ の 他 必 要 事 項

規 格 数 量 規 格 数 量

規

格

及

び

数

量

災害時応急用ダンボ－ル規格

避難所床パット用ダンボ－ル 1.8ｍ×0.9ｍ×ＷＦ

(長さ) (幅)

避難所仕切り板用ダンボ－ル 1.8ｍ×0.9ｍ×ＷＦ

(長さ) (幅)
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災害時における応援職員の協力等に関する協定書

茅ヶ崎市(以下「甲」という。)と社団法人茅ヶ崎建設業協会(以下「乙」という。)は、災害時にお

ける応急対策活動の協力について次のとおり定める。

（協力要請)

第１条 甲は、災害時における応急対策を実施するため、乙の協力が必要であると認めたときは、乙

に対し、協力を要請するものとする。

（協力及び協力の範囲)

第２条 乙は、前条の要請があったときは、乙の会員である建設業者(以下「丙」という。)のあっせ

んその他可能な限り甲に協力するものとする。乙のあっせんを受けた丙は、甲の指示に従い、応急

対策活動に協力するものとする。ただし、甲の指示が得られない場合は、丙自ら甲の要請に基づい

て応急対策活動に協力するものとする。

応急対策活動の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 応急仮設住宅の建設及び住宅の応急修理

(2) 緊急道路のパトロール及び確保

(3) 住居又はその周辺に運ばれた障害物の除去

(4) 前各号に係る資材、機材の調達

（要請の方法)

第３条 甲は、乙に協力を要請するときは、災害の状況、場所、応急対策活動の内容、協力を必要と

する人員の数及び資材、機材の調達について文書により行うものとする。

ただし、緊急を要する場合は、電話等により行い、事後速やかに当該文書を送付するものと

する。

（実施報告)

第４条 丙は、第２条で規定する応急対策活動が完了したときは、次に掲げる事項を文書により甲に

報告するものとする。

(1) 応急対策活動の実施場所及び内容

(2) 応急対策に従事した職員の氏名及び作業従事時間

(3) 応急対策活動に使用した資材、機材の種別及び数量並びに稼動時間

(4) その他市長が必要と認めた事項

（経費負担)

第５条 第２条に規定する応急対策活動の協力に係る経費は、甲の関係規定を適用して甲が負担する

ものとし、その経費は、丙の正当な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。

（災害補償)

第６条 甲の要請により出動した丙所属の職員が応急対策活動に協力中、災害を受けた場合の災害補

償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償

条例(昭和41年茅ヶ崎市条例第24号)に基づいて甲が補償するものとする。
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（報告)

第７条 乙は、第２条に規定する応急対策活動について、協力できる人員を毎年４月末日までに甲に

報告するものとする。ただし、甲が必要と認めた場合は、乙に対し随時報告を求めることがで

きる。

（会員名簿等の提供)

第８条 乙は、本協定に係る乙に加盟する会員の名簿及び会員を地区別に区分した地区別分担表を毎

年４月末日までに甲に提供するものとし、会員に異動があった場合は、甲に報告するものとする。

（協議)

第９条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとす

る。

第10条 この協定は、平成９年２月19日から適用する。

この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有する。

平成９年２月19日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市矢畑955番地

社団法人 茅ヶ崎建設業協会

会 長

当初協定は、昭和62年10月30日に締結
平成９年２月19日全部改正



- 156 -

地震等大規模災害時における被災建物の解体撤去等に関する協定書

（趣旨)

第１条 地震等の大規模災害が発生した場合において被災した建物の解体撤去等に関し 茅ヶ崎市 以、 （

下「甲」という ）が社団法人神奈川県建物解体業協会（以下「乙」という ）に協力を求めるに。 。

あたって必要な事項を定める。

（定義)

第２条 この協定において「災害廃棄物」とは、地震等により倒壊、焼失した建物の解体撤去に伴っ

て発生する木くず、コンクリ－ト塊、金属くず等及びこれらの混合物をいう。

（協力要請)

第３条 甲は、次の各号の事業（以下「解体撤去等」という ）について、次条の手続きにより乙に。

協力を要請する。

(1) 被災した建物の解体

(2) 災害廃棄物の撤去

(3) 前各号に伴う必要な事項

２ 乙は、必要な人員、車両、資機材を調達し、甲が実施する解体撤去等に可能な限り協力する。

（協力要請の手続き)

、 、 、 （ 「 」第４条 甲は 乙への協力要請にあたっては 要請内容を記載した文書をもって 神奈川県 以下 県

という ）を通じて行う。ただし、文書によりがたい場合は、口頭で要請し、その後に文書で通知。

する。

２ 甲は、県を通じて協力要請を行いがたい場合は、次の各号に掲げる事項を文書をもって乙又は乙

の指定する会員に通知する。ただし、文書によりがたい場合は、口頭で要請し、その後に文書で通

知する。

(1) 協力内容

(2) その他必要な事項

、 、 。 、 、３ 甲は 前項の要請を行ったときは 速やかに県に報告する 乙は 前項の要請を受理したときは

速やかに県に報告する。

（解体撤去等の実施)

第５条 乙は、要請内容に基づき甲の指示に従い解体撤去等を実施する。

２ 甲は、乙の活動が円滑に実施されるよう必要な措置を講じる。

３ 乙は、解体撤去等の実施に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意する。

(1) 周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮すること。

(2) 災害廃棄物の再利用及び再資源化に配慮し、その分別の徹底に努めること。

（報告)

第６条 乙は、前条の規定に基づき解体撤去等を実施したときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲

に報告する。

(1) 実施内容
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(2) その他必要事項

（費用等)

第７条 乙が第３条の要請に基づき実施した解体撤去等に要した費用は、甲が負担し、その額につい

ては、甲、乙協議して決定する。

（災害補償)

第８条 乙が第３条の要請に基づき実施した解体撤去等に従事したものが、負傷、疾病、障害又

は死亡した場合の災害補償については、労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）その他の

法令等による。

（連絡窓口)

第９条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては茅ヶ崎市防災安全部防災対策課、乙にお

いては社団法人神奈川県建物解体業協会とする。

（協議)

第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度甲と乙で協議して定めるもの

とする。

（締結期間)

第11条 この協定の有効期間は、平成14年９月11日から平成15年３月31日までとし、期間満了の１ヶ

月前までに甲及び乙から何らの意思表示がないときは、同一内容をもって更に１年間更新するもの

とし、次年度以後も同様とする。

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各１通を保有するもの

とする。

平成14年９月11日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 横浜市中区常盤町２丁目11番地

社団法人 神奈川県建物解体業協会

会長
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災害時における応急復旧に関する覚書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と茅ヶ崎市緑化協会（以下「乙」という｡)は、茅ヶ崎市内におけ。

る地震、台風等の災害（以下「災害」という ）の発生に際し、相互に協力して災害時の応急復旧工。

事を迅速に行うことを目的として、次のとおり覚書を締結する。

（業務内容）

第１条 この覚書による業務は、茅ヶ崎市内において災害が発生し、甲の管理する道路の街路樹及び

広域避難場所（中央公園、茅ヶ崎公園）に被害が発生した場合に、甲が行う応急復旧への協力とす

る。

（協力要請）

第２条 甲は、応急復旧を実施する必要があると認めたときは、乙に対し協力を要請する。

（要請手続）

第３条 前条第１項の要請は、文書により行うものとする。ただし、文書をもって要請することが困

難な場合は、口頭で要請し、その後、速やかに文書を提出するものとする。

（実施報告)

第４条 乙は、応急復旧が完了したときは、次に掲げる事項を文書により甲に報告するものとする。

ただし、文書をもって報告することが困難な場合は、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出

するものとする。

（１）応急復旧の実施場所及び内容

（２）応急復旧の従事者氏名及び作業従事期間

（３）応急復旧に使用した資材、機材の種別及び数量並びに稼働時間

（４）その他必要な事項

（経費負担）

第５条 乙が第２条の要請に基づき実施した業務に要した費用は、甲が負担し、その額については甲

乙協議して決定するものとする。

（会員名簿等の提供）

第６条 乙は、乙に加盟する会員の名簿及び連絡系統図を甲に提供するものとし、会員に異動があっ

た場合は、速やかに甲に報告するものとする。

（災害補償）

第７条 この覚書に基づいて業務に従事した者が、本業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は死亡した場合の災害補償については、業務従事者の使用者の責任において行うものとする。

（連絡窓口）

第８条 この覚書の業務に関する連絡窓口は、甲においては茅ヶ崎市都市部公園みどり課、乙におい

ては茅ヶ崎市緑化協会会長とする。

（協議）

第９条 この覚書に定めない事項、又は疑義を生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議の上解決

にあたるものとする。

（有効期間）

第１０条 この覚書の有効期間は、締結の日から平成１９年３月３１日までとする。ただし、期間満
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了日の１か月前までに、甲又は乙から異議申し立てがない場合は、その期間を引き続き次の１年間

に延長するものとし、以後同様とする。

この覚書を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成１８年８月４日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市矢畑９９５番地１

茅ヶ崎市緑化協会

会 長
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災害時における応急対策活動用資機材等の確保に関する協定

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）とチガサキレンタル株式会社（以下「乙」という ）との間に、。 。

災害時（武力攻撃災害時を含む ）における応急対策活動の用に供する資機材等の確保を図るため、。

次のとおり協定を締結する。

（市の要請）

第１条 甲は、災害時における応急対策活動の用に供する資機材等の確保を図るため、必要と認める

ときは、乙に対し、資機材等のレンタルを要請するも のとする。

２ 前項の規定により要請を行うときは、原則として次の事項を記した文書によるものとする。

ただし、緊急の場合は、電話等により要請し、後に、文書により要請することができるものとす

る。

（１） 資機材等の名称、使途及び数量

（２） 資機材等の搬入場所

（３） その他必要な事項

（要請事項の措置）

第２条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、要請事項について速やかに適切な措置をとるとと

もに、その措置事項を甲に連絡するものとする。

（資機材等の引渡等）

第３条 前条より措置された資機材等の引渡は、第１条第２項第２号により甲が指定した場所におい

て、甲の確認のもとに行うものとする。

２ 乙は、甲から資機材等の返却の連絡を受けたときは、甲が指定した場所において資機材等を引き

取るものとする。

（費用負担）

第４条 乙は、甲に引き渡した資機材等の返却を確認後、費用を甲に請求する

ものとする。

２ 価格は、災害発生直後における適正な価格を基準とし、甲及び乙が協議して定めるものとする。

（損害賠償）

第５条 甲は、甲の責めに帰する理由により、乙から引渡を受けた資機材等に損害を与えたときは、

その損害を賠償するものとする。

（連絡責任者）

第６条 この協定に係る甲の連絡責任者は防災安全部防災対策課長とし、乙の連絡責任者は、代表取

締役社長とする。

（安全の確保）

第７条 甲は、協力の要請に当たっては、業務を的確かつ安全に実施するために必要な情報を乙に提

供すること等により、業務に従事する者の安全の確保に配慮する。

（協議）

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙協

議のうえ定めるものとする。

（期間）
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第９条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成２０年３月３１日までとする。ただし、協定期

間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも文章による意思表示がない場合は、引き続き１年間自

動延長するものとし、以降の同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有する。

平成１９年３月２８日

甲 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 神奈川県茅ヶ崎市萩園１，１７１番地

チガサキレンタル株式会社

代表取締役社長
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様式１

災害時における応急対策活動用資機材等の要請書

チガサキレンタル株式会社

代表取締役 様當 間 安 弘

茅ヶ崎市災害対策本部長

服 部 信 明

災害時における応急対策活動用資機材等の確保に関する、茅ヶ崎市とチガサキレンタル株式会社と

の協定第１条第２項の規程に基づき、次のとおり資機材等を要請します。

要 請 日 時 平成 年 月 日（ ） 時 分

納 入 場 所

１ 個数

２ 個数

３ 個数

要請資機材名 ４ 個数

５ 個数

６ 個数

７ 個数

備 考
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災害時における応急対策の協力に関する協定

（趣旨）

第１条 この協定は、茅ヶ崎市内に地震、風水害その他による災害（武力攻撃災害等を含 む。以下

「災害」という ）が発生した場合において、茅ヶ崎市（以下「甲」という ）が社団法人神奈川。 。

県自動車整備振興会湘南支部（以下「乙」という ）に対し、被災者救援や障害物除去等に関する。

応急対策業務について、協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。

（業務内容）

第２条 この協定により、甲が乙に要請する業務は、災害時において、乙が所有する資機材を利用し

、 、 、 。て行う被災者救援 障害物除去 その他甲が必要と認める業務で かつ乙が対応可能な業務とする

２ 平常時においても乙は地域で行われる防災訓練等にできる限り協力するとともに、地域の防災力

の強化に積極的に協力すること。

（要請）

第３条 甲は、被災者救援や障害物除去等に関する応急対策業務の必要があると認めたときは、乙に

対しその業務を要請することができるものとする。

２ 乙は、前項の要請があったときは、可能な限り、甲に協力するものとする。

（手続）

第４条 甲は、乙に対し次の事項を明らかにして文書により要請するものとする。ただし、緊急の場

合は、電話等により連絡し、後日、文書を提出するものとする。

（１）災害の状況及び要請する理由

（２）協力内容

（３）場所

（４）人員

（５）その他必要な事項

（実施報告）

第５条 乙は、前２条の規定により業務を実施した場合は、次に掲げる事項を文書により甲に報告す

るものとする。

（１）業務に従事した人員

（２）場所

（３）時間

（４）協力内容

（５）その他必要な事項

（費用負担）

、 、 。第６条 この協定に基づき甲が要請し 乙が実施した業務に要した費用は 甲が負担するものとする

２ 前項の規定により甲が負担する費用は、災害発生時直前の適正な価格とする。

（損害賠償責任）

第７条 乙は、業務の実施中に、乙の責に帰する理由により第三者に損害を与えたときは、原則とし

てその賠償の責に負うものとする。

（災害補償）

第８条 この協定に基づく業務の従事中の者が、その者の責めに帰することができない理由により死
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亡し又は負傷したときは、甲は、災害に際し応急措置の業務に従事した者に係る損害補償について

は、茅ヶ崎市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年茅ヶ崎市 条例第２４号）を準用するもの

とする。

ただし、他の法令により療養その他給付又は補償を受けたときは、その補償額の限度において災

害補償の責めを免れる。

（状況報告）

第９条 甲は、この協定に基づく業務が円滑に行われるよう、乙に対し、会員名簿等について、報告

を求めることができるものとする。

（連絡責任者）

第１０条 この協定に係る甲の連絡責任者は茅ヶ崎市防災対策課長とし、乙の連絡責任者は社団法人

神奈川県自動車整備振興会湘南支部長とする。

（協議）

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度、甲乙

協議のうえ定めるものとする。

（効力）

第１２条 この協定は、協定締結の日から効力を生ずるものとし、甲又は乙が文書をもって協定を終

了させる意志を通知しない限り、その効力は継続するものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自その１通を保有

するものとする。

平成１９年７月２４日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市円蔵１３０７番地

社団法人神奈川県自動車整備振興会湘南支部

支 部 長
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様式第１号（第４条関係）

年 月 日

要 請 書

社団法人神奈川県自動車整備振興会湘南支部

支部長 様

要請者

災害時における応急対策の協力に関する協定書第４条の規定に基づき、次のとおり要請します。

災害の状況及び要請

する理由

協力を必要とする内容

協力を必要とする場所

協力を必要とする人員等

その他必要な事項
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様式第２号（第５条関係）

年 月 日

実 施 報 告 書

茅ヶ崎市長 様

社団法人神奈川県自動車整備振興会湘南支部

支部長

災害時における応急対策の協力に関する協定書第５条の規定に基づき、次のとおり報告します。

業務に従事した人員

業務に従事した場所

業務に従事した時間

協力した業務内容

その他必要な事項
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災害時における棺等葬祭用品の供給等に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（以下「乙」という ）は、。 。

茅ヶ崎市域において地震、風水害、その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）におけ。

る棺等葬祭用品の供給等に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合における棺等葬祭用品の供給及び附帯する

業務に関し、甲が乙に協力を要請することについて、必要な事項を定めるものとする。

（協力の要請）

第２条 甲は、災害時に棺等葬祭用品を必要とするときは、乙に対して、その供給等の協力を要請す

ることができるものとし、乙は、その供給等について甲に協力するものとする。

（協力要請の手続）

、 （ 「 」 。）第３条 前条に規定する甲からの協力の要請は 茅ヶ崎市災害対策本部長 以下 本部長 という

が行う。

２ 甲が、乙に協力を要請するときは、次の事項について電話等により連絡するものとし、その後遅

滞なく要請に係る文書を乙に提出するものとする。

(1) 担当者の氏名

(2) 要請する理由

(3) 要請する棺等葬祭用品の数

(4) 履行期間及び履行場所

(5) その他必要な事項

（供給等の業務）

第４条 甲の要請により遺体安置所等への棺等葬祭用品の供給等に従事する乙の構成員は、本部長の

指示に従い、その業務に従事するものとする。

（報告）

第５条 乙は、前条の規定により甲に協力したときは、次の事項について電話等により甲に報告する

ものとし、その後遅滞なく報告に係る文書を提出するものとする。

(1) 棺等葬祭用品の数

(2) 履行期間及び履行場所

(3) 従事者名簿

(4) その他必要な事項

（経費の負担）

第６条 棺等葬祭用品の供給等の協力に要する経費は、甲が負担する。

２ 甲が負担する経費の額は、災害発生時の直前における災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

に基づく基準額を参考として、甲、乙が協議し、決定するものとする。

（経費の請求）

、 、 。第７条 乙は 棺等葬祭用品の供給等の実績を集計し 甲に一括してその経費を請求するものとする

（経費の支払）
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、 、 。第８条 甲は 前条の規定により乙から経費の請求があったときは 速やかに乙に支払うものとする

（支援体制の整備）

第９条 乙は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等の協力体制が図られるよう、全国広域応

援体制、情報受伝達体制等の整備に努めるものとする。

（連絡責任者）

第１０条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては本部長、乙にあっては社団法人全日

本冠婚葬祭互助協会会長とする。

（災害時の情報提供）

第１１条 乙は、棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を、積極的に災害対策本部等に

提供するものとする。

（通知）

第１２条 甲は、災害時における円滑な棺等葬祭用品の供給等を図るため、棺等葬祭用品の供給場所

等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、乙に通知するものとする。

（協議の実施）

第１３条 甲乙は、協定に基づく協力の円滑な実施に努めるとともに、協定の実行性を高めるため、

定期的に協議を実施するものとする。

（委任）

第１４条 この協定の実施について必要な事項は、甲乙が協議のうえ別に定めるものとする。

（協定の有効期間）

第１５条 この協定の期間は平成１９年２月１３日から適用し、平成２０年２月１２日までとする。

ただし、甲又は乙及び丙から有効期間満了１か月前までに相手方に対し、書面による別段の意志表

示がない場合は、この協定を１年間更新し、以後も同様とする。

（疑義等の解決）

第１６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定め

るものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を保有するもの

とする。

平成１９年２月１３日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎１丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 東京都港区虎ノ門３丁目６番２号

第二秋山ビル７階

社団法人全日本冠婚葬祭互助協会

会 長
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災害時における棺等葬祭用品の供給等に関する協定実施細目

（趣旨等）

、 （ 「 」 。）第１条 この実施細目は 災害時における棺等葬祭用品の供給等に関する協定 以下 協定 という

第１４条の規定により、協定の実施について必要な事項を定めるものとする。

（供給する用品等）

第２条 協定第２条に規定する乙が甲に供給する用品は、次のとおりとする。

(1) 内張り棺（８分厚桐張り、仏衣、棺用納棺セット等を含む ）。

(2) 骨壷（瀬戸白７寸を基準とし、箱覆及び骨壷箱を含む ）。

(3) ドライアイス

(4) その他必要な用品

（要請書）

第３条 協定第３条第２項に規定する甲が乙に提出する文書は、協力要請書（第１号様式）とする。

（構成員等の名簿）

第４条 協定第４条に規定する業務に協力するために、乙が事前に指名する乙の構成員は、別に提出

するものとする。

（供給等の場所）

第５条 協定第４条に規定する供給等の場所は、災害対策本部の指定する場所とする。

（協力実績報告書）

第６条 協定第５条の規定による乙が甲に報告する文書の様式は、協力実績報告書（第２号様式）と

する。

（経費の請求方法）

第７条 協定第７条の規定による経費の請求は、積算根拠を示す供給等業務実績一覧表を添付した請

求書により行うものとする。

（実施細目の有効期間）

第８条 この実施細目の有効期限は、協定の有効期間と同じとする。
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第１号様式（第３条関係）

年 月 日

協 力 要 請 書

様

茅ヶ崎市長 印

災害時における棺等葬祭用品の供給等に関する協定書第３条第２項の規定により、次のとおり棺等

葬祭用品の供給等の協力を要請します。

担当者名及び連絡先 電話

口頭、電話等による 年 月 日（午前・午後） 時 分

連 絡 の 日 時 （□口頭・□電話・□ＦＡＸ）

要 請 理 由

棺等葬祭用品の供給等

の数量（内訳）

履 行 期 間 及 び

履 行 場 所

備 考
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第２号様式（第５条関係）

年 月 日

協 力 実 績 報 告 書

茅ヶ崎市長 様

報告者 名 称

代表者 印

年 月 日付けで協力要請のあった件について、次のとおり報告します。

連 絡 先 電話

棺等葬祭用品の供給等

の数量数（内訳）

履 行 期 間 及 び

履 行 場 所

従 事 者 別添名簿のとおり

備 考
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別表（第４条関係）

構 成 員（協 会 員）名 簿

事業者名 代表者名 郵便番号 住 所 電話・ＦＡＸ
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災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と茅ヶ崎市葬祭業者連絡会（以下「乙」という ）は、茅ヶ崎市。 。

域において地震、風水害、その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）における霊きゅ。

う自動車・棺等葬祭用品の供給等に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の

供給及び附帯する業務に関し、甲が乙に協力を要請することについて、必要な事項を定めるものと

する。

（協力の要請）

第２条 甲は、災害時に霊きゅう自動車・棺等葬祭用品を必要とするときは、乙に対して、その供給

等の協力を要請することができるものとし、乙は、その供給等について甲に協力するものとする。

（協力要請の手続）

、 （ 「 」 。）第３条 前条に規定する甲からの協力の要請は 茅ヶ崎市災害対策本部長 以下 本部長 という

が行う。

２ 甲が、乙に協力を要請するときは、次の事項について電話等により連絡するものとし、その後遅

滞なく要請に係る文書を乙に提出するものとする。

(1) 担当者の氏名

(2) 要請する理由

(3) 要請する霊きゅう自動車の台数又は棺等葬祭用品の数

(4) 履行期間及び履行場所

(5) その他必要な事項

（供給等の業務）

第４条 甲の要請により遺体安置所等への霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に従事する乙の構

成員は、本部長の指示に従い、その業務に従事するものとする。

（報告）

第５条 乙は、前条の規定により甲に協力したときは、次の事項について電話等により甲に報告する

ものとし、その後遅滞なく報告に係る文書を提出するものとする。

(1) 霊きゅう自動車の台数又は棺等葬祭用品の数

(2) 履行期間及び履行場所

(3) 従事者名簿

(4) その他必要な事項

（経費の負担）

第６条 霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力に要する経費は、甲が負担する。２甲が負担

する経費の額は、災害発生時の直前における災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に基づく基

準額を参考として、甲、乙が協議し、決定するものとする。

（経費の請求）

第７条 乙は、霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の実績を集計し、甲に一括してその経費を請
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求するものとする。

（経費の支払）

、 、 。第８条 甲は 前条の規定により乙から経費の請求があったときは 速やかに乙に支払うものとする

（支援体制の整備）

第９条 乙は、災害時における円滑な霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力体制が図られる

よう、全国広域応援体制、情報受伝達体制等の整備に努めるものとする。

（連絡責任者）

第１０条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては本部長、乙にあっては茅ヶ崎市葬祭

業者連絡会代表とする。

（災害時の情報提供）

第１１条 乙は、霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を、積極的に

災害対策本部に提供するものとする。

（通知）

第１２条 甲は、災害時における円滑な霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等を図るため、霊きゅ

う自動車の待機場所、棺等葬祭用品の供給場所等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、

乙に通知するものとする。

（協議の実施）

第１３条 甲乙は、協定に基づく協力の円滑な実施に努めるとともに、協定の実行性を高めるため、

定期的に協議を実施するものとする。

（委任）

第１４条 この協定の実施について必要な事項は、甲乙が協議のうえ別に定めるものとする。

（協定の有効期間）

第１５条 この協定の期間は平成１９年２月１３日から適用し、平成２０年２月１２日までとする。

ただし、甲又は乙から有効期間満了１か月前までに相手方に対し、書面による別段の意志表示がな

い場合は、この協定を１年間更新し、以後も同様とする。

（疑義等の解決）

第１６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定め

るものとする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保有するものと

する。

平成１９年２月１３日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎１丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市新栄町６番１０号

茅ヶ崎市葬祭業者連絡会

代 表
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災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に関する協定の協定先一覧

乙・・・・茅ヶ崎市葬祭業者連絡会

茅ヶ崎市新栄町６番１０号

代表 小清水 澄明

構成会員 ９社

業 者 名 所 在 地 電話番号 代表者

㈲小清水商会 茅ヶ崎市新栄町６－１０ 0467-86-764 小清水澄明

5

平安レイサービス㈱ 茅ヶ崎市茅ヶ崎３－１－４３ 0467-82-166 平井 良也

（湘和会堂茅ヶ崎） 5

㈱さがみ くみあいサービス 寒川町宮山１１５－１ 0467-72-052 若菜 成之

1

東洋典礼㈲ 茅ヶ崎市西久保１００３－１ 0467-73-045 八重樫直英

4

㈲サポート湘南 茅ヶ崎市下町屋２－１３－２１ 0467-86-494 小川 治紀

9

祭典サービス㈱ 茅ヶ崎市本村４－２０－２３ 0467-54-419 大久保明政

4

㈱和田 茅ヶ崎市東海岸北４－１－３８ 0467-82-453 和田 恵助

2

㈲阿部企画 茅ヶ崎市東海岸北４－６－６０ 0467-85-119 高橋 實

1

㈲坂田葬儀社 茅ヶ崎市浜之郷４０４－１ 0467-89-600 坂田 薫

1
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災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に関する協定実施細目

（趣旨等）

第１条 この実施細目は、災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に関する協定（以

「 」 。） 、 。下 協定 という 第１４条の規定により 協定の実施について必要な事項を定めるものとする

（供給する用品等）

第２条 協定第２条に規定する乙が甲に供給する用品は、次のとおりとする。

(1) 内張り棺（８分厚桐張り、仏衣、棺用納棺セット等を含む ）。

(2) 骨壷（瀬戸白７寸を基準とし、箱覆及び骨壷箱を含む ）。

(3) ドライアイス

(4) 霊きゅう自動車

(5) その他必要な用品

（要請書）

第３条 協定第３条第２項に規定する甲が乙に提出する文書は、協力要請書（第１号様式）とする。

（構成員等の名簿）

第４条 協定第４条に規定する業務に協力するために、乙が事前に指名する乙の構成員は、別に提出

するものとする。

（供給等の場所）

第５条 協定第４条に規定する供給等の場所は、災害対策本部の指定する場所とする。

（協力実績報告書）

第６条 協定第５条の規定による乙が甲に報告する文書の様式は、協力実績報告書（第２号様式）と

する。

（経費の請求方法）

第７条 協定第７条の規定による経費の請求は、積算根拠を示す供給等業務実績一覧表を添付した請

求書により行うものとする。

（実施細目の有効期間）

第８条 この実施細目の有効期限は、協定の有効期間と同じとする。
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第１号様式（第３条関係）

年 月 日

協 力 要 請 書

様

茅ヶ崎市長 印

災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に関する協定書第３条第２項の規定によ

り、次のとおり霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力を要請します。

担当者名及び連絡先 電話

口頭、電話等による 年 月 日（午前・午後） 時 分

連 絡 の 日 時 （□口頭・□電話・□ＦＡＸ）

要 請 理 由

霊きゅう自動車の台数

又は棺等葬祭用品の

供給等の数量（内訳）

履 行 期 間 及 び

履 行 場 所

備 考
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第２号様式（第５条関係）

年 月 日

協 力 実 績 報 告 書

茅ヶ崎市長 様

報告者 名 称

代表者 印

年 月 日付けで協力要請のあった件について、次のとおり報告します。

連 絡 先 電話

霊きゅう自動車の台数

又は棺等葬祭用品の

供給等の数量（内訳）

履 行 期 間 及 び

履 行 場 所

従 事 者 別添名簿のとおり

備 考
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別表（第４条関係）

構 成 員（協 会 員）名 簿

事業者名 代表者名 郵便番号 住 所 電話・ＦＡＸ
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災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と神奈川県葬祭業協同組合（以下「乙」という ）及び社団法人。 。

全国霊柩自動車協会神奈川県支部（以下「丙」という ）は、茅ヶ崎市域において地震、風水害、そ。

の他の災害が発生した場合（以下「災害時」という ）における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供。

給等に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の

供給及び附帯する業務に関し、甲が乙及び丙に協力を要請することについて、必要な事項を定める

ものとする。

（協力の要請）

第２条 甲は、災害時に霊きゅう自動車・棺等葬祭用品を必要とするときは、乙及び丙に対して、そ

の供給等の協力を要請することができるものとし、乙及び丙は、その供給等について甲に協力する

ものとする。

（協力要請の手続）

、 （ 「 」 。）第３条 前条に規定する甲からの協力の要請は 茅ヶ崎市災害対策本部長 以下 本部長 という

が行う。

２ 甲が、乙及び丙に協力を要請するときは、次の事項について電話等により連絡するものとし、そ

の後遅滞なく要請に係る文書を乙及び丙に提出するものとする。

(1) 担当者の氏名

(2) 要請する理由

(3) 要請する霊きゅう自動車の台数又は棺等葬祭用品の数

(4) 履行期間及び履行場所

(5) その他必要な事項

（供給等の業務）

第４条 甲の要請により遺体安置所等への霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に従事する乙及び

丙の構成員は、本部長の指示に従い、その業務に従事するものとする。

（報告）

第５条 乙及び丙は、前条の規定により甲に協力したときは、次の事項について電話等により甲に報

告するものとし、その後遅滞なく報告に係る文書を提出するものとする。

(1) 霊きゅう自動車の台数又は棺等葬祭用品の数

(2) 履行期間及び履行場所

(3) 従事者名簿

(4) その他必要な事項

（経費の負担）

第６条 霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力に要する経費は、甲が負担する。２甲が負担

する経費の額は、災害発生時の直前における災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に基づく基

準額を参考として、甲、乙及び丙が協議し、決定するものとする。
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（経費の請求）

第７条 乙及び丙は、霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の実績を集計し、甲に一括してその経

費を請求するものとする。

（経費の支払）

第８条 甲は、前条の規定により乙及び丙から経費の請求があったときは、速やかに乙及び丙に支払

うものとする。

（支援体制の整備）

第９条 乙及び丙は、災害時における円滑な霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力体制が図

られるよう、全国広域応援体制、情報受伝達体制等の整備に努めるものとする。

（連絡責任者）

第１０条 この協定の実施に関する連絡責任者は、甲にあっては本部長、乙にあっては神奈川県葬祭

業協同組合理事長、丙にあっては社団法人全国霊柩自動車協会神奈川県支部長とする。

（災害時の情報提供）

第１１条 乙及び丙は、霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の活動中に現認した災害情報を、積

極的に災害対策本部等に提供するものとする。

（通知）

第１２条 甲は、災害時における円滑な霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等を図るため、霊きゅ

う自動車の待機場所、棺等葬祭用品の供給場所等に関して重要な変更が生じたときは、その都度、

乙及び丙に通知するものとする。

（協議の実施）

、 、 、第１３条 甲乙丙は 協定に基づく協力の円滑な実施に努めるとともに 協定の実行性を高めるため

定期的に協議を実施するものとする。

（委任）

第１４条 この協定の実施について必要な事項は、甲乙丙が協議のうえ別に定めるものとする。

（協定の有効期間）

第１５条 この協定の期間は平成１９年２月１３日から適用し、平成２０年２月１２日までとする。

ただし、甲又は乙及び丙から有効期間満了１か月前までに相手方に対し、書面による別段の意志表

示がない場合は、この協定を１年間更新し、以後も同様とする。

（疑義等の解決）

第１６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙丙協議して定

めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書３通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各１通を 保有するも

のとする。
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平成１９年２月１３日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎１丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 横浜市南区永田東２丁目１番２０号

ジョイフル井土ヶ谷３０２

神奈川県葬祭業協同組合

理 事 長

丙 三浦市三崎１丁目２番２３号

社団法人全国霊柩自動車協会

神奈川県支部長
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災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に関する協定実施細目

（趣旨等）

第１条 この実施細目は、災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力に関する協

定（以下「協定」という ）第１４条の規定により、協定の実施について必要な事項を定めるもの。

とする。

（供給する用品等）

第２条 協定第２条に規定する乙及び丙が甲に供給する用品は、次のとおりとする。

(1) 内張り棺（８分厚桐張り、仏衣、棺用納棺セット等を含む ）。

(2) 骨壷（瀬戸白７寸を基準とし、箱覆及び骨壷箱を含む ）。

(3) ドライアイス

(4) 霊きゅう自動車

(5) その他必要な用品

（要請書）

第３条 協定第３条第２項に規定する甲が乙及び丙に提出する文書は、協力要請書（第１号様式）と

する。

（構成員等の名簿）

第４条 協定第４条に規定する業務に協力するために、乙及び丙が事前に指名する乙及び丙の構成員

は、別に提出するものとする。

（供給等の場所）

第５条 協定第４条に規定する供給等の場所は、災害対策本部の指定する場所とする。

（協力実績報告書）

第６条 協定第５条の規定による乙及び丙が甲に報告する文書の様式は、協力実績報告書（第２号様

式）とする。

（経費の請求方法）

第７条 協定第７条の規定による経費の請求は、積算根拠を示す供給等業務実績一覧表を添付した請

求書により行うものとする。

（実施細目の有効期間）

第８条 この実施細目の有効期限は、協定の有効期間と同じとする。
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第１号様式（第３条関係）

年 月 日

協 力 要 請 書

様

茅ヶ崎市長 印

災害時における霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等に関する協定書第３条第２項の規定によ

り、次のとおり霊きゅう自動車・棺等葬祭用品の供給等の協力を要請します。

担当者名及び連絡先 電話

口頭、電話等による 年 月 日（午前・午後） 時 分

連 絡 の 日 時 （□口頭・□電話・□ＦＡＸ）

要 請 理 由

霊きゅう自動車の台数

又は棺等葬祭用品の

供給等の数量（内訳）

履 行 期 間 及 び

履 行 場 所

備 考
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第２号様式（第５条関係）

年 月 日

協 力 実 績 報 告 書

茅ヶ崎市長 様

報告者 名 称

代表者 印

年 月 日付けで協力要請のあった件について、次のとおり報告します。

連 絡 先 電話

霊きゅう自動車の台数

又は棺等葬祭用品の

供給等の数量（内訳）

履 行 期 間 及 び

履 行 場 所

従 事 者 別添名簿のとおり

備 考
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別表（第４条関係）

構 成 員（協 会 員）名 簿

事業者名 代表者名 郵便番号 住 所 電話・ＦＡＸ
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災害時における相互協力に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と社会福祉法人茅ヶ崎市社会福祉協議会（以下「乙」という ）。 。

は、茅ヶ崎市内において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１項に規定する災害

（以下「災害」という ）が発生した場合に、相互援助精神に基づき、相互に協力し、必要な対応を。

円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。

（協力の要請）

第１条 甲は、災害が発生し、次の事項について乙に協力を要請する必要があると認めるときは、文

書により協力を要請することができる。ただし、緊急の場合は、口頭、電話又はファクス等により

要請し、後日速やかに文書を送付するものとする。

茅ヶ崎市災害ボランティアセンターの設置(1)
茅ヶ崎市災害ボランティアセンターの運営(2)
その他災害ボランティアセンターの運営に関する必要な事項(3)

（協力の実施）

第２条 乙は、前条に規定する要請を受けたときは、これに応じて協力するよう努めなければならな

い。

２ 乙は、前項の要請を実施するに当たっては、別に定める「茅ヶ崎市災害ボランティアセンター運

営マニュアル」に基づき行うものとする。

（連絡体制の整備）

第３条 甲及び乙は、第１条に規定する要請に基づく協力を円滑に行うため、日ごろより災害情報等

に関する連絡体制の整備に努める。

２ 甲及び乙は、前項の連絡体制を整備するため、それぞれに連絡責任者を置くものとし、甲にあっ

ては監査事務局次長が、乙にあっては事務局長がその任に当たるものとする。

（防災訓練への参加）

第４条 甲は、自らが主催する訓練において、乙の参加が必要と認めるときは、乙に対し訓練の参加

について要請を行うことができる。

２ 乙は、前項の要請を受けた場合、可能な限り参加・協力を行うものする。

（情報の交換）

第５条 甲及び乙は、この協定書に基づく協力が円滑に行われるよう、防災計画及び協力要請事項に

関し、定期的に情報を交換する。

（効力の発生）

第６条 この協定書は、平成１９年３月２８日から効力を発生する。

（協議）

第７条 この協定書に定めのない事項、又はこの協定書に関し疑義を生じたときは、甲乙双方が誠意

をもって協議するものとする。

（協定の改正）

第８条 この協定は、甲又は乙の発議により、双方協議の上改訂することができる。

（期間）

第９条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成２０年３月３１日までとする。ただし、協定期
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間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも文書による意思表示がない場合は、引き続き１年間自

動延長するものとし、以降も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成１９年３月２８日

甲 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 神奈川県茅ヶ崎市新栄町１３番４４号

社会福祉法人 茅ヶ崎市社会福祉協議会

会 長
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災害時における避難施設としての施設使用に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と神奈川県立茅ヶ崎高等学校、神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校、。

神奈川県立鶴嶺高等学校、神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校（以下「乙」という ）は、茅ヶ崎市内に。

災害による被災者が発生した場合において、甲が乙の管理する施設（以下「乙の施設」という ）を。

住民の避難施設（以下「避難施設」という ）として使用することについて、次のとおり協定を締結。

する。

（使用施設）

第１条 甲が避難施設として使用することができる乙の施設は、体育館とする。ただし、体育館に住

民を収容することができない場合その他やむを得ないときは、この限りでない。

（施設の使用要請等）

第２条 甲は、甲が事前に定めた避難所に収容することが困難な場合その他災害による被災者を乙の

施設に避難させる必要があると認めたときは、乙に対し、乙の施設を避難施設として使用させるこ

とについて要請するものとする。

、 （ 「 」 。） 、２ 前項の規定による要請は 乙又は乙の施設に勤務する職員 以下 乙の職員 という に対し

口頭により直接行うものとする。ただし、休日、夜間等の場合で乙の施設に乙及び乙の職員が不在

のときは、乙又は乙のあらかじめ指定する職員に対し、電話等により行うものとする。

３ 乙は、第１項の規定による要請があった場合においては、損壊その他の乙の施設を避難施設とし

て使用させることが不適当であると認めたときを除き、乙の施設を避難施設として使用させるもの

とする。

４ 第１項の規定にかかわらず、甲は、休日、夜間等で電話が不通等やむを得ない理由により同項の

規定による要請をすることができないときは、これをしないで乙の施設を避難施設として使用する

ことができる。この場合において、甲は、速やかに乙にその旨を報告しなければならない。

第３条 乙は、災害による被災者を収容する必要があると認めたときは、前条第１項の規定による要

請を待たないで、被災者の要請により、乙の施設を避難施設として使用させるものとする。

（施設の使用）

第４条 甲は、乙の施設を避難施設として使用するときは、その安全について確認し、使用するもの

とする。

２ 甲は、乙の施設を使用するに際しては、乙が行う学校教育活動に支障が生じないよう努めるもの

とする。

（避難対象者）

第５条 乙の施設を避難施設として使用することができる者は、乙の施設の存する地域に居住する住

民とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

（避難者の管理）

第６条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合において、乙の施設に避難した者（以下「避難

者」という ）の管理は、甲が行う。。

（使用期間）

第７条 甲が乙の施設を避難施設として使用する期間は、３０日以内とする。ただし、被災状況に応

じ、甲乙協議の上、期間を延長できるものとする。
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（使用料）

第８条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合における当該施設の使用料は、無料とする。

２ 避難者が使用した電気、ガス及び水道の使用料は、甲が負担する。ただし、特別の事情があると

きは、この限りでない。

（使用施設等の原状復旧）

第９条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合において乙の施設及びその設備に損壊等があっ

たときは、甲は、これを原状に復旧しなければならない。

（協議）

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度甲乙協議の

上、定めるものとする。

この協定の締結を証するため、本書５通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有するも

のとする。

平成１９年３月１５日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市本村三丁目４番１号

神奈川県立茅ヶ崎高等学校

学 校 長

茅ヶ崎市下寺尾128番地

神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校

学 校 長

茅ヶ崎市円蔵一丁目16番１号

神奈川県立鶴嶺高等学校

学 校 長

茅ヶ崎市南湖七丁目12869番11号

神奈川県立茅ヶ崎西浜高等学校

学 校 長
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災害時における避難施設等の施設使用に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と東陶機器株式会社（以下「乙」という ）とは、乙が災害時（地。 。

震、風水害及び、武力攻撃災害等）に近隣住民に対して避難施設を提供し、また乙の敷地内に甲が防

災備蓄倉庫を設置することに関して、次のとおり協定を締結する。

（施設等の使用）

第１条 乙は、乙所有の体育館（以下「乙の施設」という ）を、甲が甲の避難施設として使用する。

ことにつき了承する。

２ 乙は、甲が避難施設として必要な機材を保管するための防災備蓄倉庫を、乙の敷地内に設置し、

その維持管理を行うことにつき了承する。

（施設の使用要請）

第２条 甲は、次の場合、乙に対して乙の施設を避難施設として使用させるよう要請することができ

る。

(1) 災害時に、甲が地域防災計画に定める避難所に避難者を収容することが困難な場合。

(2) その他、甲が特に乙の施設に避難者を避難させる必要があると認めた場合。

２ 前項の要請は、原則として第９条に規定する甲の連絡責任者が、乙の連絡責任者に対して口頭又

は電話連絡により行うものとする。ただし、特別な理由があるときはこの限りではない。

３ 乙は、第１項の規定による要請があった場合は、損壊その他乙の施設が避難施設として使用させ

ることが不適切であると認めた場合を除き、その使用を承諾するものとする。

（施設の使用）

第３条 甲は、乙の施設を避難施設として使用するときは、その安全について確認し、使用するもの

とする。

２ 甲は、乙の施設を使用するに際しては、乙の事業に支障が生じないよう努めなければならない。

（避難対象者）

第４条 乙の施設を避難施設として使用することができる者は、乙の施設の存する地域に居住する住

民とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。

（避難者の管理）

第５条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合、乙の施設に避難した者（以下「避難者」とい

う ）の管理は、甲が行う。。

（施設の使用期間）

第６条 甲が乙の施設を避難施設として使用する期間は、３０日を限度とする。ただし、被災状況に

応じ、甲乙協議の上、期間を延長できるものとする。

（使用料）

第７条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合、乙の施設の使用料は無料とする。

、 、２ 避難者が使用した電気及び水道等の使用料等 避難者を受け入れるにあたり乙が負担した費用は

。 、 、 、 。甲がこれを支払う ただし 特別の事情があるときは 甲乙協議の上 その対応について決定する

（使用施設の原状復旧）

第８条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合、乙の施設及びその他の設備に損壊、損傷等が

あったときは、甲は甲の負担により速やかにこれを原状に復旧しなければならない。
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（連絡責任者）

第９条 この協定に係る甲の連絡責任者は、茅ヶ崎市防災安全部防災対策課長とし、乙の連絡責任者

は、東陶機器株式会社茅ヶ崎工場総務グループリーダーとする。

（防災備蓄倉庫）

第１０条 甲は、乙の敷地内に、避難施設として必要な機材を保管するための防災備蓄倉庫を設置す

ることができる。ただし、設置にあたっては、甲はその設置数及び設置場所につき事前に乙の承諾

を得るものとし、乙が当該防災備蓄倉庫の移動又は撤去を甲に依頼した場合には、甲はその依頼に

従うものとする。

、 。 、２ 甲は 防災備蓄倉庫をその管理責任者として適正かつ安全に維持管理しなければならない また

甲は、防災備蓄倉庫の設置又は維持、管理が原因で乙又は第三者に損害を与えた場合には、その損

害を賠償する。

（協議）

第１１条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項については、その都度甲乙協

議の上、定めるものとする。

（期間）

第１２条 この協定書の有効期限は、締結の日から平成２０年３月３１日までとする。ただし、協定

期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも相手方に対してこの協定書を変更又は解約する旨の

書面による意思表示がない場合は、この協定書の有効期限は同一条件で更に１年間延長されるもの

とし、以降も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成１９年３月２８日

甲 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 神奈川県茅ヶ崎市本村二丁目８番１号

東陶機器株式会社

茅ヶ崎工場長
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災害時における障害者の緊急時施設提供の受入れに関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と社会福祉法人ひざしの丘（以下「乙」という ）は、茅ヶ崎市。 。

内に、地震、風水害、その他（武力攻撃災害時を含む ）の災害が発生した場合（以下「災害時」と。

いう ）における在宅の障害者の緊急時施設提供の受入れについて、次のとおり協定を締結する。。

（趣 旨）

、 、第１条 この協定は 災害時に甲は乙の運営する市内の障害福祉施設に対し協定を要請するにあたり

必要な事項を定めるものとする。

（受入れ対象者の定義）

第２条 乙に要請する対象者として、原則として障害者とする。ただし、必要に応じて甲が認めた者

に対してはこの限りではない。

（受入れの要請及び受託）

第３条 甲は、被災した在宅の障害者のうち、あらかじめ指定した避難所では対応が困難な者を対象

として、乙の施設（以下「福祉避難所」という ）に対して緊急の受入れを要請することができる。

ものとする。

２ 乙は、甲から受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受託するものとし、甲の要請事項のう

ち受諾しうる業務を行う。

３ 前２項の要請があり、関係者の受入れを開始するにあたり、ただちに市職員を乙の施設に

送り、目的達成のための業務にあたることとし、乙はその職員の協力をするものとす

る。

（受入れの期間）

第４条 甲が、乙に本協定に基づいた依頼をする期間は、原則として３０日程度とする。ただし、市

が施設使用の超過措置を申し出た場合は、その間を延長することができるものとする。

（費用の負担）

第５条 甲の要請に基づき、乙が障害者の緊急時施設提供の受入れを実施した場合に要する業務従事

人員及び備品・消耗品等の費用は、甲が負担するものとする。

２ 前項に規定する費用の額は、乙請求額を基に甲乙協議の上、定めるものとする。

（手続き等）

第６条 甲は第３条の規定により乙に受入れを要請する場合、あらかじめ受入れ可能人数を確認のう

え、次に掲げる事項を明らかにした書面を乙に提出するものとする。

ただし、急を要する場合はこの限りではない。

（１）受入れを要請する障害者の氏名、住所、心身の状況、連絡先等

（２）受け入れられた障害者の身元引受人の氏名、連絡先

（３）受入れ要請期間

（４）施設使用に伴う甲の現場担当職員の所属部課名、氏名、常に連絡可能な電話等

（受入れ可能人数等の協議）

第７条 甲及び乙は、本協定締結後、障害福祉施設ごとの障害者の受入れ可能人員、災害時の要援護

者への介護支援者の確保計画及び必要物資の備蓄、調達等、すべて市の責任において執行すること

とし、乙の協力体制について協議を行うこととする。
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２ 前項については、本協定締結後は、年度当初に甲及び乙が確認するものとする。

（協 議）

第８条 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき、又はこの協定に定める事

項に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をして定めるものとする。

（連絡責任者）

第９条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、それぞれ連絡責任者を定めて

おくものとする。

（締結期間）

第１０条 この協定書の有効期間は、締結の日から平成２０年１２月２６日までとする。

ただし、協定期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも文章による意思表示がない場合は、引

き続き１年間自動延長するものとし、以降も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を所有する。

平成１９年１２月２７日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 茅ヶ崎市芹沢７８６番地

社会福祉法人ひざしの丘

理事長

災害時における障害者の緊急時施設提供の受入れに関する協定書

No 協 定 の 相 手 方 支 援 の 内 容 締 結 年 月 日

1 社会福祉法人 ひざしの丘 障害者の緊急時施設提供 平成19年12月27日
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災害時における避難施設の提供及びヘリコプター臨時離着陸場の指定等に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と宮田工業株式会社（以下「乙」という ）は、災害時等におけ。 。

る避難施設の提供及びヘリコプター臨時離着陸場の指定等に関して、次のとおり協定を締結する。

（目的）

第１条 この協定は、茅ヶ崎市における避難者収容施設の拡充及び緊急支援物資や重傷者の搬送拠点

の確保による災害時等の対応の充実を図ることを目的とする。

（定義）

、 、第２条 この協定書における災害時等とは 地震・台風・洪水・高潮・津波その他の異常な自然現象

大規模な火災又は爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類するものにより生ずる被害、

「国民の保護に関する基本指針 （平成１７年３月２５日閣 議決定）において想定される武力攻撃」

事態及び緊急対処事態をいう。

（避難施設の提供等）

第３条 乙は、災害時等において、乙所有の体育館（以下「乙の施設」という ）を、甲の要請に基。

づき、近隣住民及び避難が必要となった者等（以下「避難者等」という ）を受け入れるための避難。

施設として提供する。

２ 甲は、乙の敷地内に、避難所標識を設置し、その維持管理を行う。

（施設使用の要請等）

第４条 甲は、次の場合において、乙に対して乙の施設を避難施設として開設することを要請するこ

とができる。

(1) 災害時等において、甲が茅ヶ崎市地域防災計画において定める避難所に避難者等を収容するこ

とが困難な場合。

(2) その他、甲が乙の施設に避難者を避難させる必要があると特に認めた場合。

２ 前項の要請は、原則として第１０条に規定する甲の連絡責任者が、乙の連絡責任者に対して文書

又は口頭により行う。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。

３ 乙は、第１項の規定による要請があった場合は、乙の施設が損壊、損傷等により避難施設として

使用することが不適切であると認められる場合を除き、甲の要請に応ずるものとする。

（施設の使用等）

第５条 甲は、乙の施設を避難施設として使用する場合は、その安全について確認のうえ、使用する

ものとする。

２ 甲は、乙の施設を使用する場合は、乙の事業に支障が生じないよう努めるものとする。

（避難者の管理）

第６条 乙の施設を避難施設として開設した場合の避難者等の管理は、甲乙が協同して行う。

（施設の使用期間）

第７条 甲が乙の施設を避難施設として使用する期間は、３０日を限度とする。ただし、被災状況に

応じ、甲乙協議の上、期間を延長できるものとする。

（使用料等）

第８条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合、乙の施設の使用料は無料とする。

２ 避難者が使用した電気・水道等の使用料及び避難者等を受け入れるにあたり乙が負担した費用等
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については、甲が支払うものとする。ただし、特別の事情があるときは、甲乙協議の上、その対応に

ついて決定する。

（使用施設の原状復旧）

第９条 甲が乙の施設を避難施設として使用し、乙の施設及びその他の設備に損壊、損傷等があった

場合は、甲は甲の負担により速やかにこれを原状に復旧しなければならない。

（連絡責任者）

第１０条 この協定に係る甲の連絡責任者は、茅ヶ崎市防災安全部防災対策課長とし、乙の連絡責任

者は、宮田工業株式会社総務部総務グループ長とする。

（防災備蓄倉庫の設置等）

第１１条 甲は、避難施設を開設した場合に必要な機材及び物資を保管するための防災備蓄倉庫を、

乙の敷地内に設置し、乙と協同して適正かつ安全に維持管理を行う。

２ 防災備蓄倉庫の設置に当たっては、甲乙協議のもと、その設置数及び設置場所について定めるも

のとし、乙が当該防災備蓄倉庫を移動又は撤去する必要が生じた場合には、原則甲が対応するものと

する。

３ 甲は、防災備蓄倉庫の設置又は維持管理に起因し、乙又は第三者に損害を与えた場合には、その

損害を賠償する。

（ヘリコプター臨時離着陸場の指定等）

第１２条 甲は、災害時等において、乙の敷地の一部を緊急支援物資や重傷者等の搬送等に使用する

ためのヘリコプター臨時離着陸場に指定する。

２ ヘリコプター臨時離着陸場の指定に当たっては、甲乙協議のもと、その設置場所について決定す

る。

３ 甲は、乙の敷地内に 「茅ヶ崎市災害時ヘリコプター臨時離着陸場」の標識を設置し、その維持、

管理を行う。

（協議）

第１３条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって

協議の上対応する。

（協定の改正）

第１４条 この協定は、甲又は乙の発議により、双方協議の上改正することができる。

（期間）

第１５条 この協定書の有効期限は、締結の日から平成２１年３月３１日までとする。ただし、協定

期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからもこの協定書を変更又は解約する旨の書面による意思表

示がない場合は、引き続き１年間自動延長するものとし、以降 も同様とする。

この協定の証として協定書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成２０年７月３日

甲 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長
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乙 神奈川県茅ヶ崎市下町屋一丁目１番１号

宮田工業株式会社

代表取締役
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災害時における要介護者等の緊急の受入れに関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と社会福祉法人 慶寿会（以下「乙」という ）は、茅ヶ崎市内。 。

に、地震、風水害、その他（武力攻撃災害時を含む ）の災害が発生した場合（以下「災害時」とい。

う ）の要介護者等の緊急の受入れについて、次のとおり協定を締結する。。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害時に甲が乙の所有又は管理する介護老人福祉施設に対し、協力を要請する

ために、必要な事項を定めるものとする。

（受入れの対象者）

第２条 甲が、乙に災害時における緊急の受入れを要請する対象者は、在宅の寝たきり高齢者及び認

知症高齢者（以下「要介護者」という ）とする。ただし、必要に応じて乙が受入れを認めた者は。

この限りではない。

（受入れの要請及び受託）

第３条 乙は、甲から災害時における緊急の受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受託するも

のとする。

（受入れの期間）

、 、 。第４条 甲が 乙に災害時における緊急の受入れを依頼できる期間は 原則として３０日程度とする

ただし、やむ得ない理由がある場合は、甲乙協議のうえ、その期間を延長することができるものと

する。

（必要経費）

第５条 甲及び乙は、本協定により必要経費が生じた場合は、負担等について別途協議を行うものと

する。

（手続き等）

第６条 甲は、第３条の規定により乙に災害時における緊急の受入れを要請する場合、あらかじめ受

入れ可能人数を確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにした書面を乙に提出するものとする。ただ

し、急を要する場合はこの限りではない。

(1) 受入れを要請する要介護者の氏名、住所、心身の状況、連絡先等

(2) 受入れを要請した要介護者の身元引受人の氏名、連絡先等

(3) 受入れを要請する期間

（受入れ可能人数等）

第７条 甲は、乙の協力のもと、乙の施設への要介護者の受入れ可能人員、介護支援者及び必要物資

の備蓄等について把握するものとする。

（発災時の人的支援）

第８条 乙は、乙の施設の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に連絡しなければ

ならない。この場合において、甲は、外部機関等への応援を要請するほか、乙以外の協定を締結し

ている施設（以下「協定締結施設」という ）に対し協力要請を行い、乙以外の協定締結施設は当。

該協力要請に可能な範囲で応えるものとする。

（発災時の物的支援）

第９条 甲は、災害時に援助物資及び搬送手段の把握、確保を行うものとする。
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２ 甲は、自主的に又は乙からの要請により、援助物資を乙に搬送するものとする。甲が援助物資を

搬送することが困難な場合には、乙は、甲の物資の保管場所において、救援物資の受取りを行うも

のとする。

（発災時における他の施設の活用）

第１０条 甲は、災害時に乙の施設が被災し、現に入所している利用者が一時避難をする必要が生じ

た場合には、高齢者デイサービスセンター等で受入れが可能な調査、把握を行い、速やかに一時避

難ができるよう措置するものとする。

（関係書類の保管）

第１１条 乙は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年間はこれを保管

しなければならない。

（訓練）

、 、 。第１２条 甲及び乙は 必要に応じて 合同で災害時における対応についての訓練を行うものとする

（意見交換会等）

第１３条 甲及び乙は、毎年度、本協定の実施について必要な意見交換会を開催するものとする。

（協定の検証及び見直し）

第１４条 甲及び乙は、この協定について次に掲げる各号の検証を行い、必要に応じて見直しを行う

ものとする。

(1) 第８条の規定に基づく、災害ボランティア及び派遣可能な他施設職員の

把握及びその活動内容について

(2) 第９条の規定に基づく、援助物資及び搬送手段について

(3) 第１０条の規定に基づく、一時避難の受入れ可能な施設について

(4) 第１２条の規定に基づく、甲及び乙合同による災害時の対応訓練について

(5) その他必要な事項について

（協議）

第１５条 この協定に定めのない事項が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたとき

は、その都度甲及び乙が協議をして定めるものとする。

（協定の期間）

第１６条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２１年１２月１６日までとする。ただし、協定

期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも文書による意思表示がない場合は、引き続き１年間

自動的に延長するものとし、以降も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を所有する。

平成２０年１２月１７日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長
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乙 茅ヶ崎市下寺尾１８３５番地２

社会福祉法人 慶寿会

理事長

災害時における要介護者等の緊急の受入れに関するに関するその他の協定先一覧表

No 協 定 先 名 締 結 年 月 日

1 社会福祉法人 米寿会 平成20年12月17日

2 社会福祉法人 湘南福寿会 〃

3 社会福祉法人 麗寿会 〃

4 社会福祉法人 かがやき 〃

5 社会福祉法人 湘南望青会 〃

6 社会福祉法人 茅徳会 〃

7 社会福祉法人 松宝苑 〃

8 社会福祉法人 讃助の会 〃
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災害時における要援護者等の緊急の受入れに関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と社会福祉法人 慶寿会（以下「乙」という ）は、茅ヶ崎市内。 。

に、地震、風水害、その他（武力攻撃災害時を含む ）の災害が発生した場合（以下「災害時」とい。

う ）の要援護者等の緊急の受入れについて、次のとおり協定を締結する。。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害時に甲が乙の所有又は管理する高齢者福祉施設に対し、協力を要請するた

めに、必要な事項を定めるものとする。

（受入れの対象者）

第２条 甲が、乙に災害時における緊急の受入れを要請する対象者は、身体等の状況が特別養護老人

ホーム、老人短期入所施設等へ入所するに至らない程度の高齢者のうち、避難所生活において特別

な配慮を要する者（以下「災害時要援護者」という ）とする。ただし、必要に応じて乙が受入れ。

を認めた者に対してはこの限りではない。

（受入れの要請及び受託）

第３条 乙は、甲から災害時における緊急の受入れの要請を受けたときは、可能な範囲で受託するも

のとする。

（受入れの期間）

、 、 。第４条 甲が 乙に災害時における緊急の受入れを依頼できる期間は 原則として３０日程度とする

ただし、やむ得ない理由がある場合は、甲乙協議のうえ、その期間を延長することができるものと

する。

（必要経費）

第５条 甲及び乙は、本協定により必要経費が生じた場合は、負担等について別途協議を行うものと

する。

（手続き等）

第６条 甲は、第３条の規定により乙に災害時における緊急の受入れを要請する場合、あらかじめ受

入れ可能人数を確認のうえ、次に掲げる事項を明らかにした書面を乙に提出するものとする。ただ

し、急を要する場合はこの限りではない。

(1) 受入れを要請する災害時要援護者の氏名、住所、心身の状況、連絡先等

(2) 受入れを要請した災害時要援護者の身元引受人の氏名、連絡先等

(3) 受入れを要請する期間

（受入れ可能人数等）

第７条 甲は、乙の協力のもと、乙の施設への災害時要援護者の受入れ可能人員、支援者及び必要物

資の備蓄等について把握するものとする。

（発災時の人的支援）

第８条 乙は、乙の施設の介助員等に不足を生じると判断したときは、速やかに甲に連絡しなければ

ならない。この場合において、甲は、外部機関等への応援を要請するほか、乙以外の協定を締結し

ている法人（以下「協定締結法人」という ）に対し協力要請を行い、乙以外の協定締結法人は当。

該協力要請に可能な範囲で応えるものとする。
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（発災時の物的支援）

第９条 甲は、災害時に援助物資及び搬送手段の把握、確保を行うものとする。

２ 甲は、自主的に又は乙からの要請により、援助物資を乙に搬送するものとする。甲が援助物資を

搬送することが困難な場合には、乙は、甲の物資の保管場所において、救援物資の受取りを行うも

のとする。

（発災時における他の施設の活用）

第１０条 甲は、災害時に乙の施設が被災し、現に入所している利用者が一時避難をする必要が生じ

た場合には、高齢者ディサービスセンター等で受入れが可能か調査、把握を行い、速やかに一時避

難ができるよう措置するものとする。

（関係書類の保管）

第１１条 乙は、この協定に関する書類等を事業所に整備するほか、事業実施後５年間はこれを保管

しなければならない。

（訓練）

第１２条 甲及び乙は、必要に応じて、合同で災害時等における対応についての訓練を行うものとす

る。

（意見交換会等）

第１３条 甲及び乙は、毎年度、本協定の実施について必要な意見交換会を開催するものとする。

（協定の検証及び見直し）

第１４条 甲及び乙は、この協定について次に掲げる各号の検証を行い、必要に応じて見直しを行う

ものとする。

(1) 第８条の規定に基づく、災害ボランティア及び派遣可能な他施設職員の

把握及びその活動内容について

(2) 第９条の規定に基づく、援助物資及び搬送手段について

(3) 第１０条の規定に基づく、一時避難の受入れ可能な施設について

(4) 第１２条の規定に基づく、甲及び乙合同による災害時の対応訓練について

(5) その他必要な事項について

（協議）

第１５条 この協定に定めのない事項が生じたとき、又はこの協定に定める事項に疑義が生じたとき

は、その都度甲及び乙が協議をして定めるものとする。

（協定の期間）

第１６条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２１年１２月１６日までとする。ただし、協定

期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからも文書による意思表示がない場合は、引き続き１年間

自動的に延長するものとし、以降も同様とする。

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を所有する。

平成２０年１２月１７日

甲 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長
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乙 茅ヶ崎市下寺尾１９２８番地

社会福祉法人 慶寿会

理事長

災害時における要援護者等の緊急の受入れに関するに関するその他の協定先一覧表

No 協 定 先 名 締 結 年 月 日

1 社会福祉法人 麗寿会 平成20年12月17日

2 社会福祉法人 翔の会 〃



- 206 -

災害時における避難施設としての施設使用等に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と神奈川県立茅ケ崎養護学校（以下「乙」という ）は、茅ヶ崎。 。

、 、 （ 。） （ 「 」市内に 地震 風水害及びその他の災害 武力攻撃災害時を含む が発生した場合 以下 災害時

という ）における避難施設としての施設使用等に関して、次のとおり協定を締結する。。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害時に甲が乙に対し、乙の管理する施設（以下「乙の施設」という ）の避。

難施設としての施設使用等について、協力を要請するために、必要な事項を定めるものとする。

（受入れの対象者）

第２条 本協定に基づく受入れの対象者は 原則として 障害のある子ども その家族及び付添人 以、 、 、 （

下「避難者等」という ）とする。ただし、災害の状況により乙の施設管理者が必要と認めた場合に。

は、この限りではない。

（避難施設の提供等）

第３条 乙は、災害時に甲の要請に基づき乙の施設を、避難施設として提供する。ただし、乙の施設

に避難者等を収容することができない場合及びその他やむを得ない場合は、この限りではない。

（施設使用の要請等）

第４条 甲は、次の場合において、乙に対して乙の施設を避難施設として開設することを要請するこ

とができる。

(1) 災害時において、甲が茅ヶ崎市地域防災計画において定める公立小中学校の避難所に避難者等

を収容することが困難な場合。

(2) その他、甲が乙の施設に避難者等を避難させる必要があると特に認めた場合。

２ 乙は、第１項の規定による要請があった場合は、乙の施設が損壊、損傷等により避難施設として

使用することが不適切であると認められる場合を除き、甲の要請に応ずるものとする。

（施設の使用等）

第５条 甲は、乙の施設を避難施設として使用する場合は、その安全について確認のうえ、使用する

ものとする。

２ 避難施設として使用する場所は、体育館、自立活動室、音楽室、視聴覚音楽室、介助員室及びＡ

部門教室とする。ただし、乙の児童、生徒がいる場合は、体育館及び自立活動室に限るものとする。

（避難者等の管理）

第６条 乙の施設を避難施設として開設した場合の避難者等の管理は、甲乙が協同して行う。

（施設の使用期間）

第７条 甲が乙の施設を避難施設として使用する期間は、７日とする。ただし、被災状況に応じ、甲

乙が協議し期間を延長できるものとする。

（使用料等）

第８条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合、乙の施設の使用料は無料とする。

２ 避難者等が使用した電気・水道等の使用料及び避難者等を受け入れるにあたり乙が負担した費用

等については、甲が支払うものとする。ただし、特別の事情があるときは、甲乙協議し、その対応に

ついて決定する。

（使用施設の原状復旧）
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第９条 甲が乙の施設を避難施設として使用し、乙の施設及びその他の設備に損壊、損傷等があった

場合は、甲は甲の負担により速やかにこれを原状に復旧しなければならない。

（防災備蓄倉庫の設置等）

第１０条 甲は、避難施設を開設した場合に必要な機材及び物資を保管するための防災備蓄倉庫を、

乙の敷地内に設置し、乙と協同して適正かつ安全に維持管理を行う。

２ 防災備蓄倉庫の設置に当たっては、甲乙協議のもと、その設置数及び設置場所について定めるも

のとし、乙が当該防災備蓄倉庫を移動又は撤去する必要が生じた場合には、原則として、甲が対応す

るものとする。

３ 甲は、防災備蓄倉庫の設置又は維持管理に起因し、乙又は第三者に損害を与えた場合には、その

損害を賠償する。

（協議）

第１１条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって

協議のうえ対応する。

（協定の改正）

第１２条 この協定は、甲又は乙の発議により、双方協議のうえ改正することができる。

（期間）

第１３条 この協定書の有効期限は、締結の日から平成２２年３月３１日までとする。ただし、協定

期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからもこの協定書を変更又は解約する旨の書面による意思表

示がない場合は、引き続き１年間自動延長するものとし、以降も同様とする。

この協定の証として協定書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成２１年３月２３日

甲 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 神奈川県茅ヶ崎市西久保２９番地１

神奈川県立茅ケ崎養護学校

校 長



- 208 -

災害時における避難施設としての施設使用等に関する協定書

茅ヶ崎市（以下「甲」という ）と学校法人平和学園（以下「乙」という ）は、茅ヶ崎市内に、。 。

、 （ 。） （ 「 」 。）地震 風水害及びその他の災害 武力攻撃災害時を含む が発生した場合 以下 災害時 という

における、避難施設としての施設使用等に関して、次のとおり協定を締結する。

（趣旨）

第１条 この協定は、災害時に甲が乙に対し、乙の管理する施設（以下「乙の施設」という ）の避。

難施設としての施設使用等について協力を要請するため、必要な事項を定めるものとする。

（受け入れ対象者）

第２条 本協定に基づく受け入れの対象者は、近隣住民及びその他避難が必要となった者（以下「避

難者等」という ）とする。。

（避難施設の提供等）

第３条 乙は、災害時において、甲の要請に基づき乙の施設を、避難施設として提供する。

（施設使用の要請等）

第４条 甲は、次の場合において、乙に対して乙の施設を避難施設として開設することを要請するこ

とができる。

(1) 災害時において、甲が茅ヶ崎市地域防災計画において定める公立小中学校の避難所に避難者等

を収容することが困難な場合。

(2) その他、甲が乙の施設に避難者等を避難させる必要があると特に認めた場合。

２ 前項の要請は、原則として甲が乙に対して文書又は口頭により行う。ただし、特別な理由がある

場合はこの限りではない。

３ 乙は、第１項の規定による要請があった場合は、乙の施設が損壊、損傷等により避難施設として

使用することが不適切であると認められる場合を除き、甲の要請に応ずるものとする。

（施設の使用等）

第５条 甲は、乙の施設を避難施設として使用する場合は、その安全について確認のうえ、使用する

ものとする。

２ 避難施設として使用する場所は、３号館１階とする。ただし、特別な事由がある場合は、この限

りではない。

（避難者等の管理）

第６条 乙の施設を避難施設として開設した場合の避難者等の管理は、甲乙が協同して行う。

（施設の使用期間）

第７条 甲が乙の施設を避難施設として使用する期間は、３０日を限度とする。ただし、被災状況に

応じ、甲乙協議の上、期間を延長できるものとする。

（使用料等）

第８条 甲が乙の施設を避難施設として使用した場合、乙の施設の使用料は無料とする。

２ 避難者等が使用した電気・水道等の使用料及び避難者等を受け入れるにあたり乙が負担した費用

等については、甲が支払うものとする。ただし、特別の事情があるときは、甲乙協議の上、その対応

について決定する。

（使用施設の原状復旧）
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第９条 甲が乙の施設を避難施設として使用し、乙の施設及びその他の設備に損壊、損傷等があった

場合は、甲は甲の負担により速やかにこれを原状に復旧しなければならない。

（防災備蓄倉庫の設置等）

第１０条 甲は、避難施設を開設した場合に必要な機材及び物資を保管するための防災備蓄倉庫を、

乙の敷地内に設置し、乙と協同して適正かつ安全に維持管理を行う。

２ 防災備蓄倉庫の設置に当たっては、甲乙協議のもと、その設置数及び設置場所について定めるも

のとし、乙が当該防災備蓄倉庫を移動又は撤去する必要が生じた場合には、原則甲が対応するものと

する。

３ 甲は、防災備蓄倉庫の設置又は維持管理に起因し、乙又は第三者に損害を与えた場合には、その

損害を賠償する。

（協議）

第１１条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって

協議のうえ対応する。

（協定の改正）

第１２条 この協定は、甲又は乙の発議により、双方協議のうえ改正することができる。

（期間）

第１３条 この協定書の有効期限は、締結の日から平成２２年３月３１日までとする。ただし、協定

期間満了の１ヶ月前までに甲、乙いずれからもこの協定書を変更又は解約する旨の書面による意思表

示がない場合は、引き続き１年間自動延長するものとし、以降も同様とする。

この協定の証として協定書を２通作成し、甲、乙記名押印の上、各自１通を保有する。

平成２１年３月２３日

甲 神奈川県茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目１番１号

茅ヶ崎市

茅ヶ崎市長

乙 神奈川県茅ヶ崎市富士見町５番２号

学校法人平和学園

理 事 長




